
は
じ
め
に

宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
で
は
、
平
成
二
五
年
か
ら
同
二
七
年
の
三
カ
年
に
わ
た
っ
て
、

麻
繊
維
に
注
目
し
た
宝
物
の
特
別
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
際
に
調
査
資
料
と
し
て
選

択
さ
れ
た
品
の
多
く
は
、
古
代
に
製
織
さ
れ
、
衣
服
ほ
か
各
種
製
品
に
使
用
さ
れ
た
麻

布
で
あ
っ
た
。
そ
の
麻
布
は
、
ど
の
よ
う
に
素
材
か
ら
製
品
に
転
生
し
た
の
か
。
い
か

な
る
性
格
の
も
の
で
、
な
ぜ
正
倉
院
に
伝
来
し
た
の
か
。
基
本
的
な
と
こ
ろ
を
把
握
し
、

詳
細
な
現
物
の
調
査
か
ら
導
か
れ
る
個
別
の
情
報
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
極
め
て
有

意
義
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
、
特
別
調
査
の
期
間
の
の
ち
、
正
倉
院
事
務
所
に

平
成
二
八
年
度
ま
で
在
職
し
、
同
二
九
年
度
は
同
所
宝
物
調
査
員
と
し
て
引
き
続
き
調

査
に
携
わ
っ
た
。
本
稿
の
基
礎
に
な
っ
た
調
査
お
よ
び
釈
文
の
検
討
は
、
正
倉
院
事
務

所
各
担
当
者
の
協
力
を
得
て
、
平
成
二
八
年
〜
三
〇
年
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に
概
観
を
示
す
。
正
倉
院
に
は
数
多
く
の
麻
・
絹
製
の
衣
服
ほ
か
繊
維
製
品

が
現
存
す
る
。
そ
の
一
部
に
、
墨
書
の
銘
記
を
も
つ
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
製
品
の

素
材
と
な
っ
た
麻
布
・
絁
が
生
産
者
か
ら
税
と
し
て
貢
納
さ
れ
た
際
に
記
入
さ
れ
た
文

字
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
敷
衍
し
て
、
正
倉
院
に
伝
存
す
る
麻
布
・
絁
の
多
く
は
、
奈
良

時
代
の
律
令
制
の
も
と
で
税
と
し
て
規
定
（
賦
役
令
に
関
連
条
文
が
あ
る
）
さ
れ
た

調
・
庸
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
麻
布
は
、
古
代
で
は
た
だ
「
布
」

と
表
記
す
る
の
が
普
通
で
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
布
は
、
調
・
庸
い
ず
れ
の
品
目
と

も
な
り
、
絁
は
調
の
品
目
と
し
て
の
み
見
え
る
。
ま
た
、
布
・
絁
は
、
律
令
国
家
が
発

行
し
た
銭
貨
と
並
ん
で
、
そ
れ
に
近
い
機
能
を
認
め
ら
れ
て
お
り
、
当
時
は
支
払
い
手

段
と
し
て
も
通
用
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
調
庸
関
係
銘
文
は
、
日
本
古
代
史
の
分
野
で
は
、
民
衆
支
配
、
税
の
収

奪
の
具
体
相
を
う
か
が
う
材
料
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
。
調
庸
制
の
分
析
の
さ
い
に

出
土
木
簡
と
相
互
補
完
的
な
研
究
資
料
と
し
て
扱
う
と
い
う
視
角
は
ひ
ろ
く
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
る
。

こ
の
点
で
画
期
と
な
っ
た
の
は
正
倉
院
に
永
年
奉
職
さ
れ
た
松
嶋
順
正
氏
に
よ
る
銘

文
の
紹
介
で
あ
り
、
そ
の
到
達
点
は
、『
正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
』
第
三
編
調
庸
関
係
銘

文
と
し
て
一
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
1
）。

紙
や
木
に
書
か
れ
た
も
の
と
は
ま
た
違
っ
た
読

正
倉
院
の
繊
維
製
品
と
調
庸
関
係
銘
文

―
―
松
嶋
順
正
『
正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
』
第
三
編
補
訂

前
編

杉

本

一

樹

（１９６）

（
四
三
）
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み
に
く
さ
の
あ
る
繊
維
製
品
を
対
象
と
し
て
、
高
い
釈
読
の
精
度
を
保
ち
な
が
ら
、
良

質
の
史
料
集
と
し
て
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た
点
は
、
今
そ
の
跡
を
た
ど
り
直
し
て
も
感
銘

を
う
け
る
。
た
だ
、「
史
料
集
」
の
宿
命
と
し
て
、
利
用
者
は
い
き
お
い
そ
の
文
字
に
書

か
れ
た
内
容
を
主
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
主
要
な
銘
文
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の

も
の
に
図
版
が
添
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
文
字
情
報
に
比
べ
て
、
現
物
か
ら
の

減
衰
の
度
合
い
は
大
き
く
な
る
。
今
回
、
麻
の
特
別
調
査
の
関
連
調
査
と
し
て
銘
文
に

つ
い
て
の
現
物
確
認
を
進
め
る
う
ち
、『
正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
』
第
三
編
に
つ
い
て
若

干
の
補
訂
を
行
い
得
た
の
で
、
こ
の
場
を
借
り
て
報
告
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
成
稿
に

あ
た
っ
て
は
、
個
々
の
布
と
銘
文
を
あ
わ
せ
た
個
性
の
記
述
に
留
意
し
た
。
麻
の
特
別

調
査
本
体
が
、
ミ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
の
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
と
い
う
形
式
を
と
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
と
整
合
さ
せ
る
意
味
も
あ
る
（
2
）。

な
お
、
釈
文
の
追
加
訂
正
を
行
っ
た
箇
所
は
、
赤
外
線
写
真
で
も
不
鮮
明
で
あ
り
、

新
規
撮
影
の
困
難
な
場
合
が
多
く
、
本
号
で
の
図
版
掲
載
は
見
送
る
こ
と
と
し
た
。

一
『
正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
』
第
三
編
調
庸
関
係
銘
文

補
訂

本
節
で
は
、『
正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
』
第
三
編
補
訂
版
を
提
示
し
、
若
干
の
所
見
を

加
え
る
（
参
照
箇
所
等
を
《

》
で
示
す
）。

特
別
調
査
と
の
関
連
で
い
え
ば
絁
の
銘
文
に
つ
い
て
は
直
接
の
対
象
外
と
な
る
が
、

奈
良
時
代
の
麻
布
の
具
体
相
を
考
え
る
と
き
、
織
り
の
技
法
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た

と
い
う
共
通
の
立
脚
点
に
あ
る
絹
織
物
に
つ
い
て
最
初
か
ら
顧
慮
し
な
い
の
も
狭
い
考

え
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
綾
・
調
綿
紙
箋
と
と
も
に
本
稿
の
範
囲
に
含
め
た
が
、

麻
布
以
外
の
品
は
次
号
以
降
に
分
割
掲
載
す
る
こ
と
と
し
た
。

全
体
の
体
裁
は
、
項
目
名
と
排
列
、
組
版
上
の
約
束
事
な
ど
、
概
ね
松
嶋
原
著
を
念

頭
に
お
い
て
い
る
が
、
や
む
を
得
ず
変
更
し
た
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。
個
別
に
述
べ

れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

品
目
の
採
択
・
排
列
方
針

原
著
の
№
（
一
〜
一
四
四
）
を
基
準
に
、
追
加
分
（
前

編
で
は
追
加
一
〜
追
加
三
四
）
を
適
宜
織
り
込
む
こ
と
に
し
た
。
今
回
は
、
年
月
記

載
・
国
印
に
よ
っ
て
調
庸
と
認
定
し
、
追
加
し
た
事
例
が
あ
る
。
原
著
で
は
国
名
が
明

ら
か
な
も
の
を
先
に
立
て
、
そ
の
中
で
も
全
体
に
東
か
ら
西
へ
と
国
が
並
ぶ
よ
う
に
排

列
す
る
。
こ
の
た
め
京
畿
内
を
中
心
に
四
方
へ
伸
び
る
七
道
制
と
は
一
致
し
な
い
が
、

大
き
く
東
と
西
と
の
特
徴
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
国
名
未
詳
分
は
、

そ
の
後
に
製
品
の
種
類
（
宝
物
名
に
反
映
）
ご
と
に
適
宜
類
聚
し
て
並
べ
る
。
結
果
と

し
て
、
原
著
既
出
分
も
含
め
て
№
の
不
斉
が
生
じ
て
い
る
が
、
こ
の
欠
を
補
う
た
め
、

収
録
対
象
の
全
体
を
総
合
表
と
し
て
後
編
に
付
載
す
る
。

項
目
名

原
著
の
記
載
を
尊
重
し
た
が
、
訂
正
を
加
え
た
場
合
は
そ
の
内
容
を
後
に

注
記
し
た
。
◎
以
下
が
本
稿
で
新
た
に
加
え
た
注
記
で
あ
る
。
釈
文
に
つ
い
て
は
、
現

時
点
で
の
釈
読
結
果
を
示
し
、
原
著
と
の
異
同
の
示
し
方
は
一
定
し
て
い
な
い
。
原
著

の
図
版
番
号
も
標
題
部
か
ら
除
い
て
注
記
に
移
し
た
。
注
記
に
加
え
た
情
報
と
し
て
、

以
下
の
も
の
が
あ
る
。

縦
横
の
寸
法

長
さ
・
幅
の
完
全
長
が
知
ら
れ
る
も
の
に
加
え
、
破
損
や
製
品
化
の

た
め
現
状
が
本
来
の
寸
法
を
反
映
し
な
い
場
合
で
も
、
参
考
と
な
る
場
合
は
記
す
（
単

位
は
㎝
）。

銘
文
の
位
置

（
1
）
現
状
の
製
品
に
お
い
て
ど
こ
に
書
か
れ
て
い
る
か
は
、
原
著

（１９５）

（
四
四
）
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に
準
拠
し
て
釈
文
に
付
記
す
る
も
の
と
、
新
た
に
加
え
た
注
記
の
中
で
説
明
す
る
場
合

が
あ
り
、
一
定
し
な
い
。（
2
）
元
の
織
物
の
ど
の
位
置
に
銘
文
が
書
か
れ
た
か
は
、
今

回
新
た
に
加
え
た
情
報
で
あ
る
。
そ
の
方
式
と
し
て
は
、
織
物
の
端
で
あ
る
と
こ
ろ
の

切
断
面
が
、
掲
出
し
た
釈
文
と
の
位
置
関
係
で
左
右
ど
ち
ら
の
側
に
来
る
か
を
示
し
た
。

左
端
・
右
端
、
も
し
く
は
首
端
・
尾
端
と
い
う
表
現
は
、
巻
子
本
の
典
籍
の
よ
う
に
、

首
尾
や
表
裏
が
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
る
場
合
に
は
自
ず
と
一
意
に
定
ま
る
が
、

布
・
絁
の
場
合
は
、
裂
地
そ
の
も
の
の
表
裏
や
天
地
逆
の
記
入
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、

相
対
的
に
し
か
決
定
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。

織
り
耳

裂
地
の
端
を
画
す
る
織
り
耳
に
つ
い
て
は
、
残
存
、
ま
た
は
裁
断
破
損
等

に
よ
る
欠
失
と
い
っ
た
状
態
に
つ
い
て
注
記
し
、
銘
文
の
記
入
さ
れ
た
高
さ
、
上
方
・

下
方
へ
の
続
き
か
た
や
そ
の
先
の
存
否
な
ど
を
う
か
が
う
た
め
の
資
と
し
た
。

国
印

原
著
で
は
印
影
の
位
置
・
個
数
を
釈
文
上
に
図
形
と
し
て
直
接
表
示
す
る
。

印
の
捺
し
か
た
が
一
目
で
分
か
る
優
れ
た
工
夫
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
組
版
の
都
合
で

そ
の
方
式
を
採
ら
ず
、
注
記
の
中
で
ふ
れ
る
こ
と
と
し
た
。
布
に
捺
さ
れ
た
も
の
は
、

実
測
値
で
一
辺
の
長
さ
は
五
・
八
〜
六
・
二
㎝
ほ
ど
を
測
る
。
そ
こ
に
は
歪
み
・
伸

縮
・
色
の
移
り
や
飛
び
散
り
な
ど
に
よ
る
ノ
イ
ズ
が
混
入
し
、
不
鮮
明
な
印
影
が
多
い
。

国
印
は
正
倉
院
文
書
・
東
南
院
文
書
の
な
か
に
既
知
の
も
の
が
多
数
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、

寸
法
に
つ
い
て
は
一
々
記
さ
な
か
っ
た
。

参
照
項
目

こ
の
ほ
か
注
記
末
尾
に
は
、
麻
の
調
査
報
告
書
と
し
て
の
参
照
項
目
を

付
し
て
い
る
。
正
倉
院
の
繊
維
に
関
す
る
先
行
研
究
で
あ
る
布
目
順
郎
「
正
倉
院
の
繊

維
類
に
つ
い
て
」（『
書
陵
部
紀
要
』
第
二
六
号
（
3
））
は
、『
正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
』
第
三

編
と
対
象
が
重
な
る
部
分
が
多
い
。
同
論
考
で
は
調
査
結
果
を
絹
・
麻
に
分
け
て
掲
げ

て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
「
布
目
絹
№
―
」「
布
目
麻
№
―
」
の
略
称
で
示
し
た
。
ま
た
、

今
回
の
麻
調
査
全
体
の
リ
ス
ト
と
の
対
照
は
、
本
号
掲
載
の
「
正
倉
院
宝
物
特
別
調
査

麻
調
査
報
告
」
の
調
査
品
目
№
に
よ
っ
て
「
本
編
№
―
」
の
か
た
ち
で
行
っ
た
。
織
り

密
度
・
糸
の
太
さ
な
ど
の
基
礎
デ
ー
タ
も
、
こ
れ
ら
の
論
考
に
譲
っ
た
。

前
編

布
の
部

◆

常
陸
国

【
一
〜
二
は
後
編
に
採
録
】

三

白
布

第
二
七
号
其
一

（
中
倉
二
〇
二
第
九
八
号
櫃
）

常
陸
國
筑
波
郡
栗
原
郷
戸
主
多
治
比
部
小
里
戸
多
比
部
家
主
輸
調
曝
布
壹
端
長
四
丈
二
尺

廣
二
尺
四
寸＝

＝

専
當
國
司
介
従
五
位
上
佐
伯
宿
祢
美
濃
麻
呂

郡
司
擬
主
帳
无
位
中
臣
部
廣
敷

天
平
寳
字
七
年
十
月

◎
調
の
曝
布
。
両
耳
を
存
し
幅
六
九
㎝
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
国
郡
名
に
か
け
て
朱
方

印
「
常
陸
國
印
」
一
顆
。
調
銘
文
の
反
対
端
に
「
四
尺
一
寸
」
の
墨
書
が
あ
り
、
現
存
長

（
一
二
五
㎝
）に
概
ね
一
致
す
る
。
戸
主
名
「
小
里
」
を
読
み
切
っ
た
。
原
著
図
版
96
。
布

目
麻
№
41
・
42
。
本
編
№
2－

37
。

四

屏
風
下
張
布

（
屏
風
心
布
第
一
一
号
）

（
中
倉
二
〇
二
第
七
三
号
櫃
）

（
常
陸
国
筑
波
郡
カ
）

栗〔
原
〕
□
郷
占
マ
猪
万
呂
枚
沼
小
諸

◎
屏
風
の
下
地
を
形
成
す
る
布
で
、
後
掲
六
・
追
加
二
と
継
ぎ
合
せ
て
屏
風
の
同
じ
扇

（１９４）

（
四
五
）
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に
使
用
さ
れ
た
。
現
在
で
は
下
地
の
骨
（
木
製
）
か
ら
剥
ぎ
取
ら
れ
た
状
態
で
保
管
さ
れ
て

い
る
。
い
ず
れ
も
織
り
目
の
粗
い
布
で
、
屏
風
の
下
張
り
に
は
こ
の
種
の
麁
布
が
使
用
さ

れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
両
耳
を
存
し
幅
七
一
・
八
㎝
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
郷
名
か
ら

人
名
「
猪
万
」
の
高
さ
で
、
文
字
を
外
し
た
左
方
に
朱
方
印
「
常
陸
國
印
」
一
顆
。
所
属
表

記
を
訂
正
。
原
著
図
版
97
。

五

鍾
乳
床
裹

（
北
倉
八
一
）

常
陸
國
信
太
郡
大
野
郷
戸
主
生
部
衣
麻
呂
調
壹
端
専
當
國
司
正
八
位
上
志
貴
上
連
秋
嶋

郡
司
擬
主
政
无
位
物
部
大
川

＝

＝

天
平
勝
寳
四
年
十
月
一
日

（
同
裏
）「
大
野
郷
生
マ
金
万
呂
」

◎
現
状
は
広
が
っ
た
一
枚
布
の
状
態
で
、
両
耳
を
存
し
幅
七
二
㎝
。
現
状
の
長
辺
が
布

幅
に
あ
た
る
。
調
銘
の
右
が
布
の
端
。
国
郡
名
に
か
け
て
右
辺
を
揃
え
る
よ
う
に
朱
方
印

「
常
陸
國
印
」
一
顆
。
原
著
で
写
真
未
紹
介
の
裏
の
墨
書
は
、
同
じ
端
の
裏
側
に
、
表
の
墨

書
と
天
を
同
じ
に
揃
え
て
書
か
れ
て
い
る
。
表
と
は
異
筆
。
布
の
端
ぎ
り
ぎ
り
に
書
か
れ

た
裏
の
墨
書
が
先
に
、
国
印
の
あ
る
表
が
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
鍾
乳
床
裹
の

銘
文
は
調
銘
と
直
交
す
る
方
向
で
書
か
れ
る
《
第
二
編
七
》。
最
近
の
調
査
で
、
本
品
は
﨟

蜜
袋
第
四
号
の
一
部
を
切
り
取
っ
て
二
次
的
に
裹
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
判
明
し
た
。
調
銘
は
旧
袋
で
は
口
縁
の
位
置
に
来
て
い
た
。
﨟
蜜
は
天
平
勝
宝
八
歳
の

献
納
薬
物
の
一
つ
で
あ
る
。『
正
倉
院
紀
要
』
第
三
七
・
三
九
号
年
次
報
告
参
照
。
表
は
原

著
図
版
98
。
布
目
麻
№
21
・
22
。
本
編
№
2－

6
。

六

屏
風
下
張
布

（
屏
風
心
布
第
一
一
号
）

（
中
倉
二
〇
二
第
七
三
号
櫃
）

常
陸
國
交
易

天
平
勝
寳
五
年

（
同
裏
、
表
と
天
地
逆
）「
信
太
郡
嶋〔
津
カ
〕

□
郷
戸
主〔
丈
カ
〕

□
マ
三
田
次
戸〔
物
マ
カ
〕

□
□
□
嶋
」

◎
屏
風
の
下
地
を
形
成
す
る
布
で
、
前
掲
四
・
追
加
二
と
同
一
製
品
に
用
い
ら
れ
る
。

「
交
易
（
布
）」
と
記
さ
れ
、
織
り
目
の
粗
い
布
で
あ
る
。
一
幅
の
布
幅
を
そ
の
ま
ま
使
っ

た
と
思
わ
れ
、
天
辺
は
織
り
耳
、
地
辺
は
寸
法
調
整
の
た
め
に
僅
か
に
切
断
さ
れ
、
幅
七

一
・
五
㎝
存
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
国
名
に
か
け
て
朱
方
印
「
常
陸
國
印
」
一
顆
。
原
著

図
版
99
に
表
裏
の
墨
書
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
裏
の
墨
書
は
、
表
の
墨
書
と
天
地
逆
の

位
置
関
係
で
、
天
辺
（
表
の
墨
書
基
準
で
は
地
辺
）
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。
書
き
ぶ
り
は
整

わ
ず
、
表
と
は
異
筆
。
布
の
端
ぎ
り
ぎ
り
に
書
か
れ
た
裏
の
墨
書
が
先
に
、
国
印
の
あ
る
表

が
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
文
字
は
両
面
と
も
や
や
大
ぶ
り
。
裏
の
写
真
に
写
る

フ
リ
ン
ジ
状
の
結
び
目
は
、
織
り
始
め
（
も
し
く
は
織
り
止
め
）
の
端
糸
の
処
理
法
の
一
種

と
見
ら
れ
る
。
原
著
の
所
属
表
記
を
訂
正
。
布
目
麻
№
49
・
50
。

七

馬
鞍
腹
帯

三
条

並
白
布
、
馬
鞍
第
一
号
・
第
二
号
・
第
四
号

（
中
倉
一
二
）

常
陸
國
茨
城
郡
大
幡
郷
戸
主
大
田
部
馬
麻
呂
調
壹
端
専
當
國
司
史
生
正
八
位
上
志
貴
連
秋
嶋

郡
司
擬
主
帳
従
八
位
下
□
茨
城
□
□
□

〔
家
依
〕

＝

＝

天
平
勝
寳
四
年
十
月

◎
鞍
を
馬
の
胴
に
装
着
す
る
た
め
の
帯
。
調
布
一
幅
を
裁
っ
て
三
枚
の
帯
状
の
布
と
し
、

二
つ
折
り
の
の
ち
変
則
三
つ
折
り
に
し
て
作
っ
た
幅
四
・
五
㎝
の
帯
を
、
鞍
三
具
の
腹
帯

と
す
る
。
上
か
ら
第
一
号
・
第
四
号
・
第
二
号
の
順
に
接
合
し
て
両
耳
が
揃
い
、
幅
約
六

（１９３）

（
四
六
）
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五
㎝
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
国
郡
名
に
か
け
て
朱
方
印
「
常
陸
國
印
」
一
顆
。
郡
司
名
の

判
読
は
毎
日
新
聞
社
『
正
倉
院
宝
物
』
4
中
倉
Ⅰ
を
参
照
し
た
が
難
読
。
原
著
図
版
100
。
布

目
麻
№
27
・
28
。
本
編
№
2－

24
（
4
）。『
正
倉
院
紀
要
』
第
四
〇
号
年
次
報
告
。

八

臈
蜜
袋

第
二
号
（
北
倉
九
八
ノ
二
）

常
陸
國
行
方
郡
逢
鹿
郷
戸
主
建
部
身
麿
調
布
壹
端
専
當
國
司
史
生
正
八
位
上
高
志
史
廣
道

郡
司
大
領
外
正
八
位
下
壬
生
直
足
人

＝

＝

天
平
勝
寳
五
年
十
月

◎
一
幅
の
布
を
二
つ
折
り
に
し
て
両
脇
を
縫
い
閉
じ
た
袋
。
袋
口
近
く
の
表
側
に
、
口

縁
に
沿
っ
て
調
銘
が
書
か
れ
る
。
両
耳
を
存
し
幅
約
六
九
・
五
㎝
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。

国
郡
名
に
か
け
て
朱
方
印
「
常
陸
國
印
」
一
顆
。
臈
蜜
袋
の
銘
文
は
調
銘
と
直
交
す
る
向
き

に
書
く
《
第
二
編
一
一
（
2
）》。
臈
蜜
は
天
平
勝
宝
八
歳
の
献
納
薬
物
の
一
つ
。『
正
倉
院

紀
要
』
第
三
九
号
年
次
報
告
参
照
。
原
著
図
版
101
。
布
目
麻
№
23
・
24
。
本
編
№
2－

12
。

九

布
袋

第
一
四
号

（
南
倉
一
四
四
ノ
一
四
）

常
陸
國
行
方
郡
逢
鹿
郷
戸
主
壬
生
直
宮
万
呂
調
布
壹
端
専
當
國
司
史
生
正
八
位
上
高
志
史
廣
道

郡
司
大
領
外
正
八
位
下
壬
生
直
足
人＝

＝

天
平
勝
寳
五
年
十
月

◎
布
一
幅
を
二
つ
折
り
に
し
て
半
幅
に
し
、
脇
・
底
を
縫
い
閉
じ
た
袋
。
現
状
で
は
縫

い
目
が
開
い
て
布
一
枚
の
状
態
と
な
る
。
袋
の
口
縁
内
部
に
当
た
る
位
置
に
調
銘
が
あ
る
。

両
耳
を
存
し
幅
六
八
㎝
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
で
空
き
が
約
四
・
五
㎝
と
比
較
的
ゆ
っ
た

り
し
て
い
る
。
国
郡
名
に
か
け
て
朱
方
印
「
常
陸
國
印
」
一
顆
。
布
目
麻
№
31
・
32
。
本
編

№
2－

56
。

一
〇

布
�

衣
四
五
号
（
中
倉
二
〇
二
第
一
一
一
号
櫃
）

常
陸
國
行
方
郡
高
家
郷
戸
主
大
伴
部
荒
嶋
白
曝
調
布
壹
端
専
當
國
醫

郡
司
擬
少
領

◎
布
一
幅
半
を
継
い
で
方
形
の
一
枚
布
に
仕
立
て
た
品
。「
白
曝
調
布
」
の
銘
は
、
そ
の

半
幅
の
ほ
う
に
あ
り
、
切
断
の
た
め
下
方
を
欠
失
。
同
裂
を
継
い
だ
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の

場
合
は
幅
が
完
全
に
残
っ
て
い
る
七
〇
㎝
が
布
幅
と
な
る
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
国
郡

名
に
か
け
て
朱
方
印
「
常
陸
國
印
」
一
顆
。
原
著
で
別
筆
書
入
れ
と
す
る
「
三
殿
」
は
、
製

品
と
し
て
の
使
用
時
に
加
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
原
著
図
版
102
。
布
目
麻
№
33
・
34
。

一
一

白
布

第
一
八
号

（
中
倉
二
〇
二
第
七
三
号
櫃
）

常
陸
國
行
方
郡
行
方
郷
戸
主
雀
部
根
麻
呂
戸
口
雀
部
□
□
調
布
壹
端＝

＝

郡
司
主
帳
外
大
初
位
上
他
田
舎
人
部
□
□

〔
高
麿
カ
〕

◎
調
布
。
両
耳
を
存
し
幅
六
九
・
一
㎝
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
調
銘
の
右
半
は
下
方
で

端
の
切
断
面
に
か
か
っ
て
欠
失
。
国
郡
名
に
か
け
て
朱
方
印
「
常
陸
國
印
」
一
顆
（
大
き
く

歪
ん
で
左
に
偏
心
。
右
辺
布
端
に
か
か
っ
て
欠
失
）。
原
著
図
版
103
。
布
目
麻
№
39
・
40
。

一
二

白
布

（
中
倉
二
〇
二
第
一
二
一
号
櫃
）

（
常
陸
国
行
方
郡
）

□
□
□
領
外
正
八
下
壬
生
直
足
人

（
マ
マ
）

〔
郡
司
大
〕

天
平
勝
寳
五
年
十
月

（１９２）

（
四
七
）
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◎
使
途
不
明
の
布
。
両
耳
を
存
し
幅
六
五
・
五
㎝
。
現
存
長
約
九
二
㎝
。
縫
い
目
・
針
穴

等
見
え
ず
、
単
体
の
裹
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
か
。
端
の
切
断
面
（
本
来
の
布
端
よ
り
内
側
）

に
か
か
っ
て
調
銘
の
下
方
、
左
側
の
一
部
が
残
る
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
上
方
天
辺
近
く

に
は
国
印
の
外
郭
左
辺
と
見
ら
れ
る
朱
印
影
が
僅
存
す
る
。

一
三

人
参
袋

第
四
号

（
北
倉
九
四
ノ
四
）

常
陸
國
鹿
嶋
郡
高
家
郷
戸
主
占
部
手
志
戸
占
部
鳥
麿
調
曝
布
壹
端＝

＝

専
當
國
司
史
生
正
八
位
上
志
貴
連
秋
嶋

郡
司
擬
少
領
无
位
中
臣
鹿
嶋
連
浪
足

天
平
勝
寳
四
年
十
月

◎
一
幅
の
布
を
二
つ
折
り
に
し
て
両
脇
を
縫
い
閉
じ
た
袋
。
袋
の
口
縁
内
部
に
「
調
曝

布
」
銘
。
両
耳
を
存
し
幅
七
〇
・
六
㎝
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
国
郡
名
に
か
け
て
朱
方
印

「
常
陸
國
印
」
一
顆
。
人
参
の
斤
量
検
定
に
関
わ
る
銘
記
は
《
松
嶋
第
一
編
三
九
二
（
4
）》。

人
参
は
天
平
勝
宝
八
歳
の
献
納
薬
物
の
一
つ
で
、
人
参
袋
第
二
号
も
常
陸
国
調
布
製
で
あ

る
（
追
加
一
）。『
正
倉
院
紀
要
』
第
三
八
号
年
次
報
告
参
照
。
原
著
図
版
104
。
布
目
麻
№

25
・
26
。
本
編
№
2－

10
。

一
四

白
布

第
三
〇
号
（
雑
六
一
）
（
中
倉
二
〇
二
第
九
三
号
櫃
）

常
陸
國
那
賀
郡
吉
田
郷
戸
主
君
子
部
忍
麿
戸
君
子
部
真
石
調
布
壹
端

天
平
勝
寳
四
年
十
月

◎
調
布
。
両
耳
を
存
し
幅
七
〇
・
六
㎝
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
で
空
き
が
約
六
㎝
と
比

較
的
ゆ
っ
た
り
し
て
い
る
。
国
郡
郷
名
に
か
け
て
朱
方
印
「
常
陸
國
印
」
一
顆
（
や
や
左
に

偏
心
）。
原
著
図
版
105
。
布
目
麻
№
43
・
44
。

一
五

白
布

第
九
号
其
一

（
中
倉
二
〇
二
第
七
三
号
櫃
）

常
陸
國
那
賀
郡
高
安
郷
戸
主
宇
治
部
花
麿
戸
宇
治
部
小
中
調
曝
布
壹
端
長
四
丈
二
尺

廣
二
尺
四
寸＝

＝

専
當
國
司
大
掾
正
六
位
上
池
原
君
豊
石

郡
司
擬
少
領
大
初
位
下
宇
治
部
大
成

天
平
寳
字
元
年
十
月

◎
調
曝
布
。
両
耳
を
存
し
幅
七
三
㎝
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
で
、
ほ
つ
れ
が
見
ら
れ
る
。

国
郡
名
の
周
辺
に
は
黄
褐
色
に
染
ま
っ
た
繊
維
が
観
察
さ
れ
、
国
印
の
痕
跡
と
見
ら
れ
る
。

郷
名
「
大
井
」
を
再
釈
読
に
よ
り
変
更
し
た
。
原
著
図
版
106
。
布
目
麻
№
35
・
36
。
本
編
№

2－

33
。

一
六

白
布

第
一
〇
号

（
中
倉
二
〇
二
第
七
三
号
櫃
）

常
陸
國
那
賀
郡
荒
墓
郷
戸
主
土
師
部
黒
麻
呂
戸
雀
部
奈
為
麿
調
布
壹
端

天
平
十
五
年
十
月

◎
調
布
。
両
耳
を
存
し
幅
七
二
・
三
㎝
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
国
郡
名
に
か
け
て
朱
方

印
「
常
陸
國
印
」
一
顆
（
や
や
左
に
偏
心
す
る
が
傾
き
は
そ
れ
ほ
ど
甚
だ
し
く
な
い
）。
原

著
図
版
107
。
な
お
一
七
参
照
。
布
目
麻
№
37
・
38
。

一
七
・
一
三
九

白
布

第
四
五
号
・
第
五
一
号

（
中
倉
二
〇
二
第
九
八
号
櫃
、
第
一
一
一
号
櫃
）

常
陸
國
那
賀
郡
荒
墓
郷
戸
主
土
師
部
黒
麻
呂
戸
雀
部
奈
為
麿
調
布
壹
端

天
平
十
五
年
十
月

◎
そ
れ
ぞ
れ
半
幅
（
三
五
㎝
、
三
六
・
五
㎝
）
の
布
と
し
て
別
々
に
整
理
さ
れ
て
い
る
二

枚
が
上
下
に
接
合
す
る
。
緯
糸
の
ム
ラ
な
ど
切
断
面
を
挟
ん
で
状
態
が
合
致
す
る
。
こ
の

（１９１）

（
四
八
）
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二
枚
は
長
さ
も
ほ
ぼ
同
じ
（
八
九
㎝
、
九
一
㎝
）
な
の
で
、
先
に
こ
の
長
さ
に
切
断
し
、
そ

の
後
半
幅
に
切
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
国
郡
名
に
か
け
て
朱
方

印
「
常
陸
國
印
」
一
顆
。
さ
ら
に
、
接
合
後
の
布
幅
・
銘
文
は
前
掲
一
六
と
同
じ
と
な
り
、

筆
蹟
も
両
者
同
筆
と
見
て
差
し
支
え
な
い
。
ど
ち
ら
の
銘
文
も
、
そ
の
右
側
に
布
端
が
く

る
位
置
関
係
が
同
じ
な
の
で
、
調
布
一
端
の
両
端
に
天
地
を
同
じ
く
し
て
書
か
れ
た
と
す

れ
ば
、
布
の
表
裏
異
な
る
面
に
書
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
一
七
は
原
著
図
版
108
。
布
目
麻
№

47
・
48
（
一
七
）。

一
八

白
布

第
四
〇
号
其
一

（
中
倉
二
〇
二
第
一
一
一
号
櫃
）

常
陸
國
久
慈
郡
住
浮
浪
人
下
野
國
河
内
郡
白
髪
郷
戸
主

調
布
壹
端＝

＝

専
當
國
司
史
生
正
八
位
上

郡
司
擬
大
領
外
従
七
位
下

◎
常
陸
国
在
住
の
浮
浪
人
が
輸
納
し
た
調
布
。
第
四
〇
号
に
合
装
さ
れ
た
一
〇
枚
の
う

ち
の
一
枚
目
。
長
さ
二
五
㎝
に
短
く
切
断
さ
れ
て
い
る
。
天
辺
は
織
り
耳
、
地
辺
は
切
断
さ

れ
て
幅
六
一
㎝
存
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
国
郡
名
に
か
け
て
朱
方
印
「
常
陸
國
印
」
一
顆
。

郷
名
ほ
か
再
釈
読
で
補
っ
た
文
字
が
あ
る
。
原
著
図
版
109
。
布
目
麻
№
45
・
46
。

一
九

太
孤
児
面
袋
（
南
倉
五
ノ
一
四
）

常
陸
國
多
珂
郡
棚
藻
驛
子
戸
主
矢
作
部
石
前
戸
口
矢
作
部
小
僧
輸
調
曝
壹
端＝

＝

専
當
國
司
史
生
正
八
位
上
志
貴
連
秋
嶋

郡
司
擬
少
領
无
位
君
子
部
臣
足

天
平
勝
寳
四
年

ひ
と
え

◎
調
曝
布
。
布
幅
を
二
つ
折
り
に
し
て
底
と
一
方
の
脇
を
縫
い
閉
じ
た
単
の
袋
に
仕
立

て
る
。
銘
文
は
脇
の
一
端
に
袋
の
底
を
天
に
書
か
れ
る
。
両
耳
を
存
し
幅
七
一
㎝
。
銘
文
の

右
が
布
の
端
。
年
の
後
に
月
を
記
さ
な
い
。「
常
陸
〜
郡
棚
」
に
か
け
て
朱
方
印
「
常
陸
國

た
な
め

印
」
一
顆
。
郷
名
相
当
箇
所
の
読
み
を
「
棚
藻
驛
子
」
に
改
め
た
。
原
著
図
版
110
。
布
目
麻

№
29
・
30
。

一
三
一

紫
綾
几
褥
心
布

（
南
倉
一
五
〇
ノ
六
）

〔
常
陸
國
〕

□
□
□
□
□
郡
□
□
郷
戸
主
□
□
部〔
井
麻
呂
〕

□
□
□
調
壹
端

天
平
十
六
年
十
月

◎
几
褥
の
芯
裂
に
使
用
し
た
布
。
製
品
の
幅
六
四
㎝
に
合
わ
せ
て
天
辺
側
の
端
を
折
り

曲
げ
る
。
両
耳
を
存
し
、
幅
七
一
・
四
㎝
。
銘
文
の
右
方
は
本
来
の
布
端
を
仕
立
て
の
際
に

さ
ら
に
内
側
で
切
断
。
国
郡
郷
名
に
か
け
て
朱
方
印
「
□
〔
常
陸
〕

□
國
印
」
一
顆
（
印
の
左
半
）。

一
三
二

両
口
布
袋

第
二
二
号

（
南
倉
六
ノ
二
二
）

葛
原
部
直
得
麻
呂

◎
両
口
布
袋
は
筒
状
の
袋
で
、
袋
口
の
ほ
か
底
に
相
当
す
る
部
分
も
開
口
と
し
て
内
容

物
の
出
し
入
れ
が
可
能
で
あ
る
。
宝
庫
に
は
両
口
面
袋
・
両
口
布
袋
の
名
で
三
九
点
が
伝

わ
る
が
、
面
を
実
際
に
入
れ
た
袋
は
別
の
作
り
の
も
の
が
知
ら
れ
て
お
り
、
両
口
の
も
の

は
楽
装
束
の
収
納
具
で
あ
ろ
う
。
袋
の
大
き
さ
は
縦
（
深
さ
）
七
〇
㎝
前
後
、
横
四
五
㎝
で

あ
り
、
使
用
さ
れ
る
布
地
は
、
布
一
枚
で
は
な
く
、
そ
れ
に
三
分
の
一
な
い
し
半
分
の
布
を

継
ぎ
足
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
布
の
向
き
と
袋
の
向
き
と
の
関
係
は
一
定
し
な
い
。

（１９０）

（
四
九
）
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本
品
で
は
、
布
幅
を
深
さ
方
向
に
用
い
、
長
さ
方
向
に
二
つ
折
り
に
し
て
作
る
。
長
さ
方

向
で
布
地
が
二
四
㎝
ほ
ど
継
ぎ
足
さ
れ
、
こ
の
布
に
銘
文
が
あ
る
。
主
体
部
の
布
よ
り
目

が
粗
く
別
布
で
あ
る
。
袋
の
深
さ
方
向
は
完
存
、
天
地
の
織
り
耳
を
存
し
幅
七
一
㎝
。
銘
文

の
左
が
布
の
端
。
人
名
は
天
辺
寄
り
に
書
か
れ
、
書
き
出
し
に
合
わ
せ
て
朱
方
印
「
常
陸
國

印
」
一
顆
。
印
文
の
判
読
に
基
づ
き
国
名
未
詳
の
部
か
ら
こ
こ
に
移
し
た
。

一
二
一

揩
布
屏
風
袋
残
欠

第
六
四
号
ノ
二
一

（
中
倉
二
〇
二
第
九
三
号
櫃
）

（
天
平
勝
）寳

五
年
十
一
月

◎
屏
風
袋
残
片
。
胴
部
腹
側
の
袷
布
が
残
る
。
口
縁
部
裏
裂
の
内
面
に
銘
文
が
あ
る
。
天

は
切
断
、
地
は
破
損
し
て
幅
二
九
㎝
存
。
銘
文
は
天
か
ら
少
し
下
が
っ
て
書
き
出
し
、
そ
の

左
が
布
の
端
。
年
月
に
か
け
て
朱
方
印
「
常
陸
國
印
」
一
顆
。

追
加
一

人
参
袋

第
二
号

（
北
倉
九
四
ノ
二
）

（
袋
口
内
側
墨
書
）〔
常
〕

□
□
□

〔
調
〕

□
布
壹
端

天
平
勝
寳
四
年
十
月

◎
袋
の
口
縁
折
り
返
し
の
内
側
に
調
布
銘
が
あ
る
。
天
辺
は
縫
い
目
に
隠
れ
て
い
る
が
、

両
耳
を
存
し
、
織
り
幅
約
七
二
㎝
（
縫
い
目
か
ら
縫
い
目
ま
で
幅
六
九
㎝
）。
銘
文
の
右
が

布
の
端
。
国
郡
名
に
か
け
て
朱
方
印
「
常
陸
國
印
」
一
顆
。
人
参
袋
第
四
号
（
一
三
）
も
常

陸
国
調
布
製
で
、
同
じ
位
置
に
銘
文
が
あ
る
。
人
参
の
斤
量
検
定
に
関
わ
る
銘
記
は
《
第
一

編
三
九
二
（
2
）
》
。『
正
倉
院
紀
要
』
第
三
八
号
年
次
報
告
参
照
（
斤
量
検
定
銘
記
の
補
訂

も
あ
り
）。
本
編
№
2－

8
。

追
加
二

屏
風
下
張
布

第
一
一
号

（
中
倉
二
〇
二
第
七
三
号
櫃
）

（
墨
書
な
し
）

◎
屏
風
の
下
地
を
形
成
す
る
布
で
、
目
の
粗
い
布
。
六
・
四
と
継
ぎ
合
せ
て
屏
風
の
同

じ
扇
に
使
用
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
織
り
目
の
粗
い
布
で
、「
交
易
（
布
）」
と
明
記
さ
れ
た
六

の
存
在
か
ら
、
こ
れ
も
常
陸
国
交
易
布
と
推
定
さ
れ
る
。
幅
七
二
・
七
㎝
。「
常
陸
國
印
」

一
顆
を
捺
す
。
国
印
の
右
が
布
の
端
。

◆

下
野
国

二
〇

白
布

第
二
一
号

（
中
倉
二
〇
二
第
一
一
一
号
櫃
）

下
野
國
那
須
郡
熊
田
郷
丸
子
部
黒
須
調
布
一
端
長
四
丈
二
尺

「（
別
筆
）

天
平
十
三
年
十
月
」

「（
別
筆
）

長
四
丈
二
尺
」「
四
幅
」

◎
調
布
。
両
耳
を
存
し
幅
六
九
・
五
㎝
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
国
郡
名
・
年
月
に
か
け

て
朱
方
印
「
下
野
國
印
」
二
顆
（
文
字
と
右
揃
え
。
左
に
偏
心
）。
銘
文
は
行
が
右
方
布
端

に
向
か
っ
て
流
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
年
月
は
小
ぶ
り
の
別
筆
。
人
名
の
読
み
を
改
め
た
。
原

著
で
別
筆
と
注
記
す
る
も
う
一
つ
の
「
長
四
丈
二
尺
」「
四
幅
」（
そ
れ
ぞ
れ
も
別
筆
か
）
は
、

布
一
端
を
四
幅
継
い
で
帳
の
よ
う
な
品
を
製
作
し
た
こ
と
を
示
し
、
調
銘
で
は
な
い
。
現

存
長
四
四
三
㎝
。
原
著
図
版
111
。
布
目
麻
№
17
・
18
。

（１８９）

（
五
〇
）
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二
一

白
布

（
凾
装
五
七
ノ
一
）

下
野
國
那
須
郡
熊
田
郷

調
布
一
端
長
四
丈
二
尺

「（
別
筆
）

天
平
十
三
年
十
月
」

（
他
端
、
別
筆
）「
下
野
國
」

◎
一
端
完
存
の
調
布
。
長
さ
一
三
二
〇
㎝
、
両
耳
を
存
し
幅
七
〇
・
五
㎝
。
両
端
の
墨
書

は
同
じ
面
に
書
か
れ
、
初
め
の
銘
文
（
仮
に
首
端
と
す
る
）
の
右
、
他
端
（
仮
に
尾
端
と
す

る
）
の
銘
文
の
左
に
布
の
端
が
来
る
。
首
端
の
年
月
は
小
ぶ
り
の
別
筆
で
、
尾
端
天
辺
近
く

か
ら
書
か
れ
る
「
下
野
國
」
と
同
筆
と
見
ら
れ
る
。
首
端
の
国
印
は
、
国
郡
名
・
年
月
に
か

け
て
朱
方
印
「
下
野
國
印
」
二
顆
（
文
字
と
右
揃
え
。
左
に
偏
心
）。
尾
端
で
は
国
名
に
か

け
て
一
顆
（
文
字
と
左
揃
え
。
右
に
偏
心
）。
尾
端
の
墨
書
・
国
印
を
新
た
に
紹
介
し
た
。

原
著
図
版
112
。
布
目
麻
№
19
・
20
。

追
加
三

白
布

（
中
倉
二
〇
二
第
一
二
一
号
櫃

布
塵
芥
）

下
野
國◎

白
布
。
旧
宝
物
調
書
に
「
墨
書
ア
ル
裂
」
と
あ
る
未
整
理
品
の
内
の
一
枚
。
布
幅
を
高

さ
と
す
る
裾
広
が
り
の
形
状
（
左
辺
は
斜
め
に
破
れ
。
横
最
大
約
三
一
㎝
）。
地
辺
に
針
目

が
あ
り
製
品
の
残
片
で
あ
る
。
両
耳
を
存
し
幅
約
七
〇
㎝
。
天
辺
か
ら
二
・
七
㎝
下
が
り

で
小
ぶ
り
の
国
名
を
書
く
（
二
一
尾
端
の
「
下
野
國
」
と
似
る
）。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。

朱
方
印
「
下
野
國
印
」
一
顆
。
印
の
左
方
が
切
断
さ
れ
て
お
り
、
現
状
は
本
来
の
布
端
よ
り

内
側
と
見
ら
れ
る
。

◆

上
野
国

【
二
七
は
後
編
に
採
録
】

二
二

揩
布
屏
風
袋

第
三
号

（
北
倉
四
五
ノ
三
）

（
1
）（
左
襠
外
側
布
内
面
）

上
野
國
碓
氷
郡
飽
馬
郷
戸
主
凡
人
部（
右
襠
外
側
布
内
面
）

龍
麻
呂
庸
布
壹
段
長
二
丈
八
尺

廣
二
尺
四
寸

（
2
）（
左
襠
内
側
布
内
面
）

上
野
國
多
胡
郡
山
部
郷
戸
主
秦
人
部（
右
襠
内
側
布
内
面
）

髙
麻
呂
庸
布
壹
段
長
二
丈
八
尺

廣
二
尺
四
寸

【
揩
布
屏
風
袋
概
要
】
屏
風
を
畳
ん
で
収
納
す
る
た
め
の
袋
。
揩
布
と
は
、
花
文
を
褐
色

す
り

の
搨
模
様
で
あ
ら
わ
し
た
布
を
指
す
。
正
倉
院
に
現
存
す
る
屏
風
袋
は
、
天
平
勝
宝
五
年

に
東
大
寺
で
行
わ
れ
た
仁
王
会
に
使
用
さ
れ
た
屏
風
と
、
天
平
勝
宝
八
歳
の
献
納
屏
風
と

あ
わ
せ

ま
ち

の
二
系
統
が
あ
る
。
そ
の
形
状
は
状
袋
様
で
、
袷
仕
立
で
作
ら
れ
、
両
側
面
に
襠
裂
を
入
れ
、

長
い
口
覆
い
を
そ
な
え
る
。
胴
部
か
ら
口
覆
い
ま
で
は
基
本
的
に
一
つ
づ
き
の
裂
地
が
用

意
さ
れ
、
こ
れ
は
一
幅
の
布
を
長
さ
方
向
に
使
用
す
る
。
左
右
の
襠
は
、
四
分
の
一
幅
に

裁
っ
た
布
を
二
枚
重
ね
と
す
る
。
実
例
で
は
庸
布
を
素
材
に
作
る
こ
と
が
多
い
。
庸
布
一

段
の
分
量
は
、
標
準
的
な
屏
風
を
折
畳
ん
で
納
め
る
袷
仕
立
の
袋
一
口
分
を
満
た
す
が
、

実
際
は
継
ぎ
足
し
の
事
例
も
多
く
見
ら
れ
、
袋
一
口
が
同
じ
布
地
か
ら
作
ら
れ
る
と
は
限

ら
な
い
。
な
お
、
北
倉
所
属
の
揩
布
屏
風
袋
第
一
〜
三
号
（
二
二
、
二
六
、
追
加
四
、
追
加

二
〇
）
に
つ
い
て
は
『
正
倉
院
紀
要
』
第
四
〇
号
年
次
報
告
参
照
。

◎
揩
布
屏
風
袋
第
三
号
は
、
仁
王
会
系
の
屏
風
袋
で
あ
る
。
現
状
は
、
胴
部
か
ら
左
右
の

襠
が
分
離
し
た
状
態
。
襠
は
、
四
分
の
一
幅
に
裁
っ
た
布
の
墨
書
の
あ
る
側
同
士
を
あ
わ

せ
て
二
枚
重
ね
で
作
る
が
、
元
の
布
と
し
て
は
上
下
に
接
合
し
、
一
幅
の
上
半
（
幅
三
五
〜

三
六
㎝
。
天
辺
の
織
り
耳
は
確
認
で
き
な
い
）
が
復
原
さ
れ
る
。
そ
こ
に
記
さ
れ
た
庸
銘
が

（
1
）（
2
）
で
あ
り
、
と
も
に
下
方
を
欠
失
、
銘
文
の
左
が
布
の
端
、
国
郡
名
と
墨
書

（１８８）

（
五
一
）
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「
壹
段
」
を
中
心
と
す
る
箇
所
に
、
朱
方
印
「
上
野
國
印
」
二
顆
（
文
字
の
中
心
揃
え
）、

と
い
っ
た
共
通
点
が
あ
る
。
な
お
、（
1
）
の
質
感
は
、
胴
部
の
外
面
に
使
用
さ
れ
て
い
る

布
に
近
く
、
同
じ
裂
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
（
追
加
四
参
照
）
。
屏
風
袋
の
銘
文
は
《
第
一

編
二
五
七
（
3
）》。
口
覆
い
裏
の
「
矢
田
部
咋
麻
呂
」
の
墨
記
は
、
屏
風
袋
の
製
作
者
で
あ

ろ
う
。
原
著
図
版
113
・
114
。（
1
）
は
本
編
№
2－

5
③
⑤
、（
2
）
は
№
2－

5
④
⑥
。

追
加
四

揩
布
屏
風
袋

第
三
号

（
北
倉
四
五
ノ
三
）

天
平
感
寳
□
〔
元
年
〕

□

◎
仁
王
会
系
の
屏
風
袋
（
二
二
参
照
）。
第
三
号
の
胴
部
は
、
口
縁
か
ら
始
ま
る
表
裂
が

前
面
の
腹
部
、
袋
底
、
後
面
（
背
）、
口
覆
い
と
廻
り
、
折
り
返
し
て
そ
の
ま
ま
袷
の
裏
裂

と
な
っ
て
内
面
の
背
、
底
、
腹
部
に
続
き
、
腹
部
の
途
中
で
も
う
一
方
の
端
と
な
る
。
こ
こ

ま
で
約
六
七
〇
㎝
、
そ
の
先
口
縁
に
戻
る
間
の
裏
裂
は
別
布
を
継
ぐ
。
こ
の
主
裂
の
端
の

外
面
（
袋
の
内
側
に
見
え
る
面
）
に
銘
文
が
あ
る
。
天
辺
は
切
断
、
地
辺
は
織
り
耳
。
幅
六

二
㎝
存
。
銘
文
は
現
状
の
天
か
ら
二
〇
㎝
ほ
ど
下
が
っ
て
書
き
出
し
、
銘
文
の
左
が
布
の

端
。
銘
文
の
天
揃
え
で
朱
方
印
「
上
野
國
印
」
一
顆
を
押
す
。
こ
の
布
の
質
感
は
、
襠
に
使

用
さ
れ
て
い
る
上
野
国
碓
氷
郡
庸
布
（
二
二
（
1
））
に
近
く
、
同
じ
裂
す
な
わ
ち
布
の
両

端
の
銘
文
の
可
能
性
が
あ
る
。
屏
風
袋
の
銘
文
は
《
第
一
編
二
五
七
（
3
）》。
本
編
№
2

－

5
①
②
。『
正
倉
院
紀
要
』
第
四
〇
号
年
次
報
告
。

二
三

白
布

第
一
一
号

（
中
倉
二
〇
二
第
一
一
一
号
櫃
）

上
野
國
羣
馬
郡
利
□
郷
上
毛
野
朝
臣
甥
調
布
壹
端
長
四
丈
二
尺

廣
二
尺
四
寸

天
平
十
三
年
十
月

◎
調
布
。
両
耳
を
存
し
幅
七
二
・
〇
㎝
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
国
郡
名
、
輸
納
記
載
の

尾
端
（
墨
書
「
壹
端
」
以
下
）、
年
月
の
計
三
箇
所
に
、
朱
方
印
「
上
野
國
印
」
三
顆
（
文

字
の
中
心
揃
え
）。
調
銘
の
右
方
に
大
き
く
「
東
大
寺
」
の
墨
書
が
あ
る
《
未
収
》。
原
著
の

「
多
胡
郡
」
を
群
馬
郡
に
改
め
た
結
果
、
郷
名
の
「
八
田
」
も
捨
て
る
こ
と
に
な
る
。
一
字

と
か
り

目
が
「
利
」
か
ら
始
ま
る
郷
名
に
は
和
名
抄
の
「
利
刈
（
止
加
利
）」
が
あ
る
。
こ
の
あ
た

り
は
、
墨
が
滲
ん
で
不
明
瞭
だ
が
、
二
字
目
は
「
刈
」
と
は
別
字
に
見
え
る
。
原
著
図
版
115
。

布
目
麻
№
9
・
10
。

二
四

白
布

第
四
号
其
一

（
中
倉
二
〇
二
第
九
八
号
櫃
）

上
野
國
緑
野
郡
小
野
郷
戸
主
額
田
部
君
馬
稲
調
布
壹
端
長
四
丈
二
尺

廣
二
尺
四
寸

◎
調
布
。
上
は
本
来
の
端
に
近
い
が
ほ
つ
れ
て
織
り
耳
見
え
ず
、
下
端
は
織
り
耳
を
折

り
込
ん
で
縫
い
、
端
の
始
末
を
し
て
い
る
。
現
存
幅
六
九
・
六
㎝
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。

こ
の
布
端
は
不
整
形
で
、
下
方
で
は
内
側
に
湾
曲
し
て
銘
文
の
位
置
ま
で
切
れ
込
ん
で
い

る
。
こ
の
た
め
年
月
記
載
あ
た
り
は
欠
失
し
、
存
否
不
明
で
あ
る
。
国
郡
名
、
輸
貢
記
載
の

尾
端
（
墨
書
「
壹
端
」
以
下
）
に
、
朱
方
印
「
上
野
國
印
」
二
顆
（
文
字
の
中
心
揃
え
）。

戸
主
名
「
稲
」
は
難
読
で
「
柞
」
に
も
読
め
る
が
姑
く
原
著
に
従
う
。
原
著
図
版
116
。
布
目

麻
№
7
・
8
。

二
五

白
布

（
中
倉
二
〇
二
第
一
一
八
号
櫃
）

（１８７）

（
五
二
）
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上
野
国
羣
馬
郡
嶋
名
郷
戸
主
嶋
名
部
馬
手
戸
田
部
直
辛
人
調
布
壹
端
長
四
丈
二
尺

廣
二
尺
四
寸＝

＝

天
平
十
八
年
十
月

◎
調
布
。
両
耳
を
存
し
幅
六
四
㎝
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
国
郡
名
、
輸
貢
記
載
の
尾
端

（
墨
書
「
壹
端
」
以
下
）、
年
月
の
計
三
箇
所
に
、
朱
方
印
「
上
野
國
印
」
三
顆
（
や
や
右

に
偏
心
）。
輸
貢
者
の
姓
名
を
改
め
た
。
銘
文
と
同
一
面
に
大
ぶ
り
の
「
十
条
」
を
横
倒
し

に
書
き
、
反
対
面
に
は
「
長
三
丈
」
の
墨
書
。
と
も
に
製
品
化
以
降
の
書
入
れ
《
未
収
》。

原
著
図
版
117
。

二
六

揩
布
屏
風
袋

第
二
号

（
北
倉
四
五
ノ
二
）

上
野
國
佐
位
郡
佐
位
郷
戸
主
梔
前
部
黒
麻
呂
庸
布
壹
段
長
二
丈
八
尺

廣
二
尺
四
寸

天
平
感
寳
元
年
八
月＝

＝

主
當
國
司
介
正
六
位
上
勲
十
二
等
茂

郡
司
大
領
代
梔
前
部
君
賀
味
麻
呂

◎
庸
布
を
用
い
た
仁
王
会
系
の
屏
風
袋
（
二
二
参
照
）。
当
初
の
姿
を
よ
く
留
め
て
い
る
。

胴
部
は
一
枚
布
で
作
り
、
口
覆
い
を
め
く
る
と
見
え
る
袋
口
縁
の
外
側
に
銘
文
が
書
か
れ

て
い
る
。
織
り
耳
は
縫
い
目
の
中
に
入
っ
て
確
認
で
き
な
い
が
、
表
に
あ
ら
わ
れ
た
幅
で

六
〇
㎝
。
各
部
の
寸
法
を
計
測
す
る
と
、
庸
布
一
段
の
長
さ
二
丈
八
尺
を
袋
一
口
で
余
さ

ず
使
い
切
っ
て
い
る
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
国
郡
名
、
輸
貢
記
載
の
尾
端
（「
壹
端
」
に

続
く
割
書
）、
主
當
国
郡
司
（
割
書
の
初
め
）
の
計
三
箇
所
に
、
朱
方
印
「
上
野
國
印
」
三

顆
（
や
や
右
に
偏
心
）。
襠
の
内
側
は
不
明
だ
が
、
反
対
端
の
銘
文
が
中
に
あ
る
か
も
知
れ

な
い
。
国
司
の
姓
を
「
衣
縫
」
に
似
た
文
字
と
み
る
別
案
が
あ
る
。
屏
風
袋
の
銘
文
は
《
第

一
編
二
五
七
（
2
）》。
原
著
図
版
118
。
布
目
麻
№
11
・
12
。
本
編
№
2－

4
。

二
八

布
袋

第
一
五
号

（
南
倉
一
四
四
ノ
一
五
）

上
野
國
那
波
郡
割
戸
□
□

□
〔
主
當
〕
□
□
□

（
同
裏
、
外
面
）「
天
平
十
四
年
十
月
」

◎
紺
幕
を
納
め
た
袋
。
布
幅
を
深
さ
方
向
に
用
い
、
長
さ
方
向
に
二
つ
折
り
に
し
て
両

脇
を
縫
い
閉
じ
る
。
両
耳
を
存
し
幅
六
五
㎝
。
袋
の
口
縁
の
内
外
両
面
に
銘
が
あ
る
。
袋
の

内
面
に
「
上
野
國
」
か
ら
始
ま
る
銘
文
が
あ
り
、
そ
の
左
に
布
の
端
が
来
る
。
反
対
面
の
墨

書
（
袋
の
外
面
）
は
、
内
面
の
「
上
野
國
」
と
ほ
ぼ
重
な
る
ラ
イ
ン
上
に
天
地
同
じ
向
き
で

書
か
れ
、
や
や
下
が
っ
た
位
置
か
ら
始
ま
る
。「
上
野
國
」
と
そ
れ
以
下
の
難
読
部
分
（
原

著
の
年
月
は
不
採
）、
さ
ら
に
年
月
は
そ
れ
ぞ
れ
別
筆
か
。
書
式
は
や
や
変
則
で
あ
る
が
こ

の
順
で
書
か
れ
た
調
庸
関
係
銘
文
で
あ
ろ
う
。
朱
方
印
「
上
野
國
印
」
は
、
国
郡
名
に
一
顆
、

反
対
面
の
年
月
に
一
顆
。
袋
の
銘
文
は
《
第
二
編
二
六
二
》。
布
目
麻
№
15
・
16
。

二
九

屏
風
心
布

（
中
倉
二
〇
二
第
一
二
〇
号
櫃
）

天
平
勝
寳
三
年
十
月

◎
屏
風
の
下
地
に
使
用
し
た
目
の
粗
い
麻
布
。
前
掲
四
・
六
の
屏
風
下
張
布
・
屏
風
心

布
と
同
種
で
、
下
地
の
骨
（
木
製
）
か
ら
剥
ぎ
取
ら
れ
た
状
態
で
未
整
理
。
次
掲
追
加
五
と

同
じ
包
み
の
中
に
あ
り
、
両
者
は
同
じ
屏
風
に
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
織
り
耳

は
失
わ
れ
、
現
存
幅
五
六
㎝
。
銘
文
は
や
や
大
ぶ
り
に
書
か
れ
、
現
状
の
天
か
ら
約
一
〇
㎝

下
が
り
で
書
き
出
し
、
そ
の
左
が
布
の
端
。
朱
方
印
「
上
野
國
印
」
一
顆
を
年
月
記
載
の
中

央
に
捺
す
。
糸
目
を
基
準
に
い
え
ば
、
墨
書
は
や
や
左
傾
、
国
印
は
さ
ら
に
左
傾
す
る
。

（１８６）

（
五
三
）
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追
加
五

屏
風
麻
布
心

大
六
五
枚
の
内
一
枚
（
中
倉
二
〇
二
第
一
二
〇
号
櫃
）

上
野〔
國
〕

□

布
壹
段
長
二
丈
六
尺

廣
二
尺
四
寸

天
平
勝
寳
五
年
十
月

◎
庸
布
。
屏
風
の
下
地
に
使
用
し
た
目
の
粗
い
麻
布
。
名
称
は
旧
調
書
に
拠
っ
た
が
、
前

掲
二
九
の
「
屏
風
心
布
」
と
意
味
に
違
い
は
な
い
。
こ
の
下
張
り
布
は
、
布
幅
を
屏
風
一
扇

の
幅
、
長
さ
を
屏
風
の
高
さ
方
向
に
使
用
し
（
前
掲
四
・
六
の
布
二
段
使
い
と
は
異
な
る
）、

長
さ
の
途
中
で
別
布
を
継
ぎ
足
し
て
い
る
。
現
状
で
の
大
き
さ
は
長
さ
一
六
〇
㎝
（
二
枚

継
ぎ
）、
幅
は
五
五
㎝
で
あ
る
が
、
織
り
耳
は
失
わ
れ
て
布
本
来
の
サ
イ
ズ
は
不
明
で
あ
る
。

銘
文
は
、
継
ぎ
合
わ
せ
箇
所
に
あ
り
、
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
朱
方
印
「
上
野
國
印
」
三
顆

を
（
上
）
国
郡
名
、（
中
）「
壹
端
」
か
ら
そ
れ
に
続
く
割
書
、（
下
）
年
月
の
三
箇
所
に
捺

す
（
旧
調
書
の
「
常
陸
國
印
」
を
訂
正
）。

一
二
七

布
襪

深
形
（
凾
装
六
四
ノ
一
、
深
形
其
五
）（
中
倉
二
〇
二
第
七
八
号
櫃
）

六
尺

四
寸

天
平
勝
寳
四
年
十
月

◎
表
に
白
布
、
裏
に
絁
を
用
い
た
深
形
襪
。
芯
裂
に
表
裂
よ
り
や
や
粗
い
布
（
庸
布
）
を

用
い
、
そ
の
銘
文
が
残
る
。
天
地
辺
切
断
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
上
欠
の
割
書
と
年
月
に

朱
方
印
「
上
野
國
印
」
二
顆
（
二
つ
目
の
印
は
右
に
偏
心
）。

追
加
六

白
布

第
二
八
号
（
雑
五
九
）
其
一
（
中
倉
二
〇
二
第
九
三
号
櫃
）

〔
延
〕

□
暦
九
年

◎
調
布
。
両
耳
を
存
し
幅
七
〇
・
七
㎝
。
天
か
ら
三
三
㎝
余
り
下
が
っ
て
書
き
出
し
、
下

方
は
欠
失
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
（
不
整
に
破
断
）。
墨
書
の
右
下
方
に
朱
方
印
「
上
野
國

印
」
一
顆
（
改
鋳
後
。
右
に
偏
心
）。
布
目
麻
№
13
・
14
。

追
加
七

布
天
蓋

雑
二
八
号

（
中
倉
二
〇
二
第
九
三
号
櫃
）

（
墨
書
な
し
）

◎
麻
布
製
の
天
蓋
。
屋
蓋
部
の
外
周
内
側
に
巡
ら
し
て
垂
飾
を
受
け
る
部
分
の
布
に
裏

返
し
の
印
影
が
認
め
ら
れ
、
反
対
面
か
ら
捺
さ
れ
た
朱
方
印
「
上
野
國
印
」
一
顆
と
判
定
。

毎
日
新
聞
社
『
正
倉
院
宝
物
』
6
中
倉
Ⅲ
、『
正
倉
院
紀
要
』
第
三
二
号
年
次
報
告
参
照
。

◆

下
総
国

三
〇

白
布

第
二
三
号

（
中
倉
二
〇
二
第
九
八
号
櫃
）

下
総
國
匝
瑳
郡
磐
室
郷
戸
主
大
伴
部
麻
呂
戸
口
大
伴
マ
足
輸
調
庸
幷
一
端
天
平
十
三
年
十
月

◎
調
庸
合
成
布
。
両
耳
を
存
し
幅
七
〇
㎝
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
国
印
は
確
認
で
き
な

い
。
現
存
長
一
〇
六
五
㎝
の
う
ち
、
銘
文
を
含
む
は
じ
め
の
六
〇
㎝
ほ
ど
は
披
見
可
能
で

あ
る
が
、
そ
の
奥
は
整
理
時
に
軸
に
巻
き
取
り
、
縫
い
閉
じ
て
あ
る
。
次
掲
三
一
参
照
。
原

著
図
版
120
。
布
目
麻
№
79
・
80
。

三
一

白
布

第
一
九
号
其
一

（
中
倉
二
〇
二
第
一
一
一
号
櫃
）

（１８５）

（
五
四
）
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（
下
総
）國

匝
瑳
郡
磐
室
郷
大
伴
部
足
輸
調
庸
幷
一
端

◎
調
庸
合
成
布
。
両
耳
を
存
し
幅
七
〇
㎝
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
た
だ
し
銘
文
の
位
置

で
は
天
辺
近
く
に
破
損
が
あ
り
、
銘
文
は
書
き
出
し
が
欠
失
し
て
「
國
」
残
画
以
下
が
残
る
。

こ
の
破
損
箇
所
の
周
辺
に
朱
印
影
が
残
り
、
国
郡
名
に
か
け
た
国
印
一
顆
（
右
に
偏
心
）
が

確
認
で
き
る
。
現
存
長
二
三
五
㎝
。
前
掲
三
〇
銘
文
と
内
容
が
合
致
し
、
用
字
「
一
端
」

や
書
き
癖
か
ら
両
者
同
筆
の
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
両
者
の
現
存
長
を
合
わ
せ
る
と
一
三

〇
〇
㎝
と
な
り
（
布
一
端
完
存
例
の
長
さ
は
、
規
定
通
り
の
四
丈
二
尺＝

約
一
二
五
〇
㎝

よ
り
長
め
）
、
織
り
密
度
の
計
数
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
三
〇
（
二
三
号
）・
三
一
（
一

九
号
ノ
一
）
が
、
も
と
は
同
じ
布
の
両
端
に
書
か
れ
た
も
の
と
想
定
で
き
る
。
現
在
、
両
者

の
切
断
想
定
箇
所
を
直
接
比
較
で
き
な
い
が
、
布
の
風
合
い
な
ど
も
右
の
想
定
を
妨
げ
な

い
。
こ
の
場
合
、
銘
文
と
布
端
と
の
位
置
関
係
か
ら
し
て
、
二
つ
の
銘
文
は
布
の
反
対
面
に

同
じ
天
地
の
向
き
で
書
い
た
と
見
ら
れ
る（
三
六
に
類
例
あ
り
）。
原
著
図
版
121
。
布
目
麻

№
77
・
78
。
本
編
№
2－

36
。

三
二

緋
絁
櫃
綱
布
心

（
南
倉
一
四
七
ノ
一
一
其
一
）

下
総
國
匝
瑳
□
〔
郡
中
〕
□
村
郷
戸
主

壹
端
長

◎
綱
の
芯
に
使
用
し
た
布
。
表
の
緋
絁
の
多
く
は
剥
落
。
天
平
勝
宝
八
歳
の
聖
武
天
皇

大
葬
関
連
品
と
見
ら
れ
る
。
四
分
の
一
幅
の
麻
布
を
、
二
つ
折
り
の
の
ち
変
則
三
つ
折
り

と
し
て
丸
み
を
出
し
て
い
る
。
天
辺
に
織
り
耳
、
地
辺
切
断
。
幅
一
五
・
五
㎝
存
。
銘
文
の

右
が
布
の
端
。
国
郡
名
に
か
け
て
朱
方
印
「
下
総
國
印
」
一
顆
（
左
に
偏
心
）。

三
三

両
口
布
袋

第
七
号

（
中
倉
二
〇
二
第
九
三
号
櫃
）

（
1
）
下
総
國
相
馬
郡
大
井
郷
戸
主
矢
作
部
麻
呂
調
幷
庸
布
壹
端

天
平
十
七
年
十
月

（
2
）
下
総
國
相
馬
郡
大
井
郷
戸
主
矢
作
部
弟
荒
戸
口
矢
作
部
廣
足
調
幷
庸
布
壹
端

◎
原
著
注
記
「
両
口
布
袋
は
一
幅
半
を
用
い
て
作
る
。
こ
の
袋
は
一
幅
と
半
幅
に
そ
れ

ぞ
れ
銘
識
が
あ
る
」。
一
幅
の
布
（
1
）
に
半
幅
の
布
（
2
）
を
継
ぎ
足
し
、
二
つ
折
り
に

し
て
仕
立
て
る
。
と
も
に
調
庸
合
成
布
。（
1
）
は
両
耳
を
存
し
幅
六
六
㎝
。
片
方
の
口
の

縫
い
代
の
中
に
あ
り
、
銘
文
の
右
が
布
の
端
。（
2
）
は
天
辺
の
織
り
耳
を
存
し
下
辺
は
切

断
。
幅
二
四
・
五
㎝
存
。
下
文
の
存
否
不
明
。（
1
）
と
は
反
対
側
の
口
の
縫
い
代
の
中
に

あ
り
、
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
朱
方
印
「
下
総
國
印
」
は
（
1
）（
2
）
に
各
一
顆
が
確
認

さ
れ
る
。
と
も
に
郷
名
か
ら
戸
主
名
に
か
け
て
の
高
さ
で
、
墨
書
か
ら
左
に
外
れ
た
位
置

に
捺
す
。
布
袋
の
銘
文
は
《
第
二
編
一
七
四
（
7
）》。
な
お
原
著
の
「
第
三
五
号
」
は
両
口

布
袋
の
通
し
番
号
で
、
現
在
使
用
さ
れ
て
い
な
い
た
め
削
除
し
た
。
原
著
図
版
122
・
123
。
布

目
麻
№
81
・
82
。
な
お
両
口
布
袋
に
つ
い
て
は
前
掲
一
三
二
（
常
陸
国
）
参
照
。

追
加
八

師
子
布
�

第
二
四
号

（
南
倉
一
二
四
ノ
二
四
）

（
墨
書
な
し
）

◎
布
一
幅
半
を
継
い
で
ほ
ぼ
方
形
の
包
み
と
す
る
。
伎
楽
の
演
目
の
一
つ
師
子
に
登
場

す
る
師
子
・
師
子
児
の
衣
裳
を
ま
と
め
て
包
ん
だ
も
の
。
半
幅
の
布
の
端
に
朱
方
印
「
下

総
國
印
」
一
顆
。
国
印
の
左
が
布
の
端
。
布
�
の
銘
記
は
《
第
二
編
一
一
〇
》。

（１８４）

（
五
五
）
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追
加
九

白
布

第
三
五
号
其
一

（
中
倉
二
〇
二
第
九
八
号
櫃
）

乙
刀
自〔
女
〕

□
◎
比
較
的
目
の
粗
い
布
。
両
耳
を
存
し
幅
六
五
㎝
。
銘
文
は
天
辺
か
ら
書
き
、
そ
の
右
に

布
の
端
。
こ
の
端
を
め
く
っ
た
反
対
面
に
朱
方
印
「
下
総
國
印
」
一
顆
。
ほ
ぼ
同
じ
位
置
に

捺
さ
れ
る
が
、
表
の
墨
書
よ
り
天
辺
・
端
の
ア
キ
を
大
き
く
と
る
。
こ
の
国
印
は
改
鋳
後

の
下
総
国
印
と
見
ら
れ
る
。

◆

上
総
国

【
三
四

布
袍

第
三
八
号

↓

安
房
国
に
移
す
】

三
五

浅
縹
布

二
帖
の
う
ち
其
二

（
南
倉
一
四
八
ノ
四
八
）（
凾
装
一
ノ
二
）

「（
別
筆
）

長
六
丈
」

上
総
國
朝
夷
郡
満
禄
郷
戸
主
□
〔
山
部
ヵ
〕

□
連
真

戸
山
部
廣
庭
調
細
布
壹
端
長
四
丈
二
尺＝

＝

〔
位
〕〔
石
〕
〔
奥
又
ハ
魚
〕

専
當
國
司
大
掾
正
六
□
上
□
□
朝
臣
□
万
呂

郡
司
大
領
外
正
□
位
上
□
□
□
□

天
平
勝
寳
八
歳
十
月

（
他
端
）
朝
夷
郡
満
禄
郷
戸
主
山
部
廣
庭
調
細
布
壹
端
長
四
丈
二
尺

天
平
勝
寳
八
歳
十
一
月

も
こ
う

◎
浅
縹
色
の
幕
で
、
い
わ
ゆ
る
帽
額
の
類
。
一
端
完
存
の
調
細
布
。
長
さ
一
二
七
六
㎝
、

両
耳
を
存
し
幅
六
五
㎝
。
両
端
の
墨
書
は
同
じ
面
に
書
か
れ
、
初
め
の
銘
文
の
左
、
他
端
の

銘
文
の
右
に
布
の
端
が
来
る
。
こ
れ
を
原
著
の
首
端
・
尾
端
と
い
う
注
記
と
対
照
さ
せ
る

と
、
初
め
の
銘
文
は
首
端
の
裏
（
い
わ
ゆ
る
端
裏
の
位
置
）、
他
端
は
尾
端
の
裏
（
奥
裏
）

に
書
か
れ
る
、
と
も
説
明
で
き
る
。
別
筆
注
記
は
製
品
の
寸
法
。
こ
の
布
に
さ
ら
に
継
ぎ
足

し
て
製
作
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
国
印
確
認
で
き
ず
。
原
著
図
版
125
（
他
端
）。

三
六

胡
粉
絵
浅
縹
布
幕

二
帖
の
う
ち
其
一

（
南
倉
一
四
八
ノ
四
八
）（
凾
装
一
ノ
二
）

上
総
國
長
狭
郡
酒
井
郷
戸
主
丈
部
床
足
口
丈
部
黒
狛
戸
主
生
部
□
口
生
部
子
五
百
等
輸
調＝

＝

細
布
壹
端
長
四
丈
二
尺

天
平
勝
寳
八
歳
十
月

（
他
端
、
裏
面
）
天
平
勝
寳
八
歳
十
月

◎
三
五
と
同
様
の
浅
縹
色
の
幕
。
白
色
顔
料
で
雄
渾
な
雲
の
画
を
描
く
。
一
端
完
存
の

調
細
布
。
長
さ
一
三
〇
四
㎝
、
両
耳
を
存
し
幅
七
〇
㎝
。
両
端
の
墨
書
は
反
対
面
に
書
か
れ
、

ど
ち
ら
も
銘
文
の
左
に
布
の
端
が
来
る
（
描
画
面
か
ら
見
て
端
裏
と
奥
）。
初
め
の
銘
文
の

国
郡
名
に
か
け
て
朱
方
印
「
上
総
國
印
」
一
顆
。
輸
貢
者
四
名
連
記
。『
正
倉
院
紀
要
』
第

三
四
号
年
次
報
告
参
照
。
原
著
図
版
126
。
布
目
麻
№
61
・
62
。
本
編
№
2－

59
。

三
七

白
布

一
八
帖
の
内
其
一

（
南
倉
一
四
八
ノ
五
四
）（
凾
装
五
）

上
総
國
市
原
郡
海
部
郷
戸
主
刑
部
小
里
人
庸
壹
段
長
二
丈
八
尺

廣
二
尺
四
寸＝

＝
専
當
國
司
少
目
外
少
初
位
勲
七
等
茨
田
連
継
足

郡
司
大
領
外
従
七
位
位
上
勲
七
等
谷
直
國
主

天
長
五
年
十
一
月

「（
天
地
逆
、
別
筆
）

海
郷
刑
部
小
里
人
小
里
万
呂
」

（
裏
面
）
海
部
郷
刑
部
小
里
人

（１８３）

（
五
六
）
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◎
庸
布
。
両
耳
を
存
し
幅
六
八
・
三
㎝
。
布
端
の
同
じ
面
に
天
地
を
異
に
す
る
二
つ
の

銘
文
が
書
か
れ
る
。
初
め
に
掲
げ
た
銘
文
が
正
式
の
も
の
、
濃
い
墨
で
書
か
れ
た
別
筆
の

ほ
う
は
最
初
に
記
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
正
式
の
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
国
郡
名
、
戸

主
名
に
か
け
て
、
朱
方
印
「
上
総
國
印
」
二
顆
（
左
に
偏
心
、
や
や
傾
く
）。
そ
の
裏
面
に

も
関
連
銘
文
が
あ
り
、
庸
の
銘
文
の
書
か
れ
た
の
と
別
の
端
に
「
南
院
」（
四
五
参
照
）
の

墨
書
が
あ
る
《
未
収
》。
原
著
図
版
127
。
布
目
麻
№
69
・
70
。

三
八

白
布

第
九
号
（
雑
四
〇
）

（
中
倉
二
〇
二
第
九
三
号
櫃
）

金
光
明
寺
封
上
総
国
周
准
郡
額
部
郷
戸
主
額
田
部
千
万
呂
細
布
調
壹
端
長
四
丈
二
尺

廣
二
尺
四
寸＝

＝

専
當
国
司
大
目
正
六
位
上
勲
八
等
簀
秦
恵
師
麻
呂

郡
司
大
領
外
従
七
位
上
日
下
部
使
主
山
主

寳
亀
八
年
十
月

◎
東
大
寺
封
物
に
充
て
ら
れ
た
細
布
。
銘
文
部
分
の
み
切
断
し
た
細
長
い
布
片
。
両
耳

を
存
し
幅
七
三
・
六
㎝
。
国
印
が
銘
文
と
左
揃
え
の
よ
う
に
捺
さ
れ
て
お
り
、
銘
文
の
左

が
布
の
端
で
あ
ろ
う
。
国
名
、「
戸
主
」、
寸
法
割
書
、
国
司
名
割
書
の
箇
所
に
、
朱
方
印

「
上
総
國
印
」
四
顆
（
国
名
上
の
一
顆
以
外
は
右
に
偏
心
）。
改
鋳
後
の
印
で
あ
る
。
原
著

図
版
128
。
布
目
麻
№
67
・
68
。

三
九

黄
布

二
帖
の
内
其
二

（
南
倉
一
四
八
ノ
四
九
）（
凾
装
一
ノ
四
）

上
総
國
周
准
郡
藤
部
郷
葛
原
部
古〔
庭
ヵ
〕

□
貲
布
調
壹
端
長
四
丈
二
尺＝

＝

専
當
國
司
大
掾
正
六
位
上
石
川
朝
臣
虫
万
呂

郡
司
擬
少
領
外
従
八
位
上
勲
□
等
日
下
部
連
虫
麿

天
平

月

◎
調
貲
布
。
糸
が
細
く
、
黄
色
に
染
め
ら
れ
て
い
る
。
両
耳
を
存
し
幅
六
八
・
四
㎝
。
銘

文
の
左
が
布
の
端
。
国
印
確
認
で
き
ず
。
原
著
図
版
129
。
布
目
麻
№
65
・
66
。

四
〇

紅
赤
布
帳
残
欠

五
帖
の
内
其
五

（
南
倉
一
四
八
ノ
四
七
ノ
五
）（
凾
装
一
ノ
一
）

上
総
國
周
准
郡
大
田
郷
戸
主

調
壹
端
専
當
國
司

◎
一
端
完
存
の
調
貲
布
。
紅
花
で
染
め
て
い
る
。
製
品
の
用
途
に
つ
い
て
は
四
一
参
照
。

其
五
は
長
さ
一
二
四
六
㎝
。
両
耳
を
存
し
幅
六
四
㎝
。
一
方
の
端
の
銘
文
の
み
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。
郷
名
は
和
名
抄
に
見
え
る
「
凡
田
郷
」
か
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
国
印
確
認

で
き
ず
。

四
一

紅
赤
布
帳
残
欠

五
帖
の
内
其
一

（
南
倉
一
四
八
ノ
四
七
ノ
一
）（
凾
装
一
ノ
一
）

（
上
総
国
周
准
郡
ヵ
）

貲〔
調
〕

□
長
四
丈
二
尺

専
當
國
司
少
掾
正
六
位
上
上
村
主
國
嶋＝

＝

天
平
勝
寳
二
年
十
月

◎
一
端
完
存
の
調
貲
布
。
紅
花
で
染
め
て
い
る
。
同
様
の
布
五
幅
を
継
い
で
作
っ
た
大

型
の
帳
で
、
東
大
寺
大
仏
開
眼
会
の
際
に
殿
上
の
上
敷
布
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
其

一
の
銘
文
か
ら
知
ら
れ
る
《
第
一
編
二
四
》。
こ
の
帳
は
、
分
離
し
て
五
幅
の
布
に
分
か
れ

た
状
態
で
す
べ
て
現
存
し
、
う
ち
調
銘
の
あ
る
も
の
が
四
〇
〜
四
二
、
追
加
一
〇
で
あ
る
。

其
一
は
長
さ
一
二
五
五
㎝
。
両
耳
を
存
し
幅
六
七
㎝
。
一
方
の
端
の
調
銘
の
み
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。
銘
文
の
す
ぐ
左
が
布
の
端
で
左
方
は
ほ
つ
れ
に
か
か
る
。
国
印
確
認
で
き
ず
。

（１８２）

（
五
七
）
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原
著
図
版
130
。
本
編
№
2－

58
。

四
二

紅
赤
布
帳
残
欠

五
帖
の
内
其
二

（
南
倉
一
四
八
ノ
四
七
ノ
二
）（
凾
装
一
ノ
一
）

「（
天
地
逆
、
別
筆
）

廣
前
」

上
総
國
市〔
原
〕

□

戸
□
丈
部
□
男
貲
調
壹
端
専
當
國
司
少
掾
正
六
位
上
上
寸
主
國
嶋

郡
司
主
帳
外
従
七
位
下
丈
部
果
安

＝

＝

天
平
勝
寳
二
年
十
月

◎
一
端
完
存
の
調
貲
布
。
紅
花
で
染
め
て
い
る
。
製
品
の
用
途
に
つ
い
て
は
四
一
参
照
。

其
二
は
長
さ
一
二
五
〇
㎝
。
両
耳
を
存
し
幅
六
三
・
五
㎝
。
一
方
の
端
の
調
銘
の
み
が
確

認
さ
れ
て
い
る
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
国
名
に
上
を
揃
え
て
朱
方
印
「
上
総
國
印
」
一
顆
。

原
著
で
の
注
記
「
周
准
郡
」
を
改
め
た
。『
正
倉
院
紀
要
』
第
三
四
号
年
次
報
告
参
照
。
原

著
図
版
131
。
布
目
麻
№
63
・
64
。

追
加
一
〇

紅
赤
布
帳
残
欠

五
帖
の
内
其
三

（
南
倉
一
四
八
ノ
四
七
ノ
三
）（
凾
装
一
ノ
一
）

天
平
勝
寳
□
□
□
月

◎
四
〇
〜
四
二
と
同
類
の
調
貲
布
。
紅
花
で
染
め
て
い
る
。
其
三
は
長
さ
一
一
八
〇
㎝
。

両
耳
を
存
し
幅
六
六
㎝
。
一
方
の
端
の
銘
文
を
確
認
。
天
か
ら
約
二
〇
㎝
下
が
っ
て
書
き

出
し
、
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
墨
の
残
り
が
悪
く
、
国
印
確
認
で
き
ず
。
同
類
布
と
同
じ
天

平
勝
宝
二
年
十
月
の
上
総
国
調
貲
布
と
の
判
定
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
置
く
。

四
三

布
袋

第
一
五
号

（
中
倉
二
〇
二
第
九
三
号
櫃
）

上
総
國
長〔
狹
〕

□

大
人
戸
口
大

◎
一
幅
の
布
を
二
つ
折
り
に
し
て
両
脇
を
縫
い
閉
じ
た
袋
。
口
縁
の
折
り
返
し
の
内
側

に
銘
が
あ
る
。
両
耳
を
存
し
、
幅
約
七
〇
㎝
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
袋
の
破
損
に
よ
り
銘

文
の
残
り
が
僅
か
で
あ
り
、
国
印
も
国
名
の
付
近
に
朱
印
影
が
僅
存
す
る
の
み
。
袋
そ
の

も
の
に
関
わ
る
銘
記
「
□〔
廣
〕

□
大
師
得
忩
師
」
が
あ
る
《
未
収
》。

四
四

布
衣
服
残
欠

（
中
倉
二
〇
二
第
一
二
一
号
櫃
）

（
上
総
国
武
射
郡
）

長
倉
郷
櫻
井
舎
人
部
豊
前

◎
旧
調
書
で
は
衣
服
残
欠
と
す
る
が
、
布
の
使
い
方
か
ら
み
て
疑
問
。
両
耳
を
存
し
幅

六
九
㎝
。
銘
文
の
文
字
は
通
常
の
調
庸
銘
に
比
べ
て
大
ぶ
り
で
、
天
辺
か
ら
書
き
出
し
、
そ

の
右
に
布
の
端
。
銘
文
の
反
対
面
に
朱
方
印
「
上
総
國
印
」
一
顆
。
押
捺
の
位
置
は
、
銘
文

中
央
の
高
さ
で
、
銘
文
よ
り
内
側
（
布
端
か
ら
離
れ
る
）。

四
五

白
布

第
二
九
号
其
一

（
中
倉
二
〇
二
第
七
三
号
櫃
）

上
総
国
天
羽
郡
三
宅
郷
他
田
公
足
庸
布
一
段
長
二
尺
八
尺

廣
二
尺
四
寸＝

＝
専
當
国
司
少
目
少
初
位
下
勲
七
等
茨
田
連
継
足

郡
司
擬
少
領
外
少
初
位
下
勲
八
等
丈
部
石
万
呂

天
長
五
年
十
月

「（
別
筆
）

南
院
」

◎
庸
布
。
両
耳
を
存
し
幅
六
九
㎝
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
国
郡
名
か
ら
戸
主
名
に
か
け

（１８１）

（
五
八
）
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て
、
ま
た
寸
法
割
書
か
ら
「
専
當
」
に
か
け
て
、
朱
方
印
「
上
総
國
印
」
二
顆
（
や
や
左
傾
）。

横
向
き
に
書
か
れ
た
「
南
院
」
は
『
東
大
寺
要
録
』
諸
院
章
に
「
ま
た
真
言
院
と
名
づ
く
」

と
見
え
、
弘
法
大
師
の
建
立
と
伝
え
る
。
同
じ
銘
の
あ
る
布
は
、
庸
布
関
連
の
三
七
、
四
五
、

四
六
、
追
加
一
三
の
ほ
か
数
点
を
か
ぞ
え
、
正
倉
院
宝
物
の
一
源
流
に
加
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
原
著
図
版
132
。
布
目
麻
№
71
・
72
。
本
編
№
2－

38
。

四
六

白
布

第
三
〇
号

（
中
倉
二
〇
二
第
九
八
号
櫃
）

上
総
國
天
羽
郡
宇
部
郷
子
田
部
家
長
庸
布
一
段
長
二
丈
八
尺

廣
二
尺
四
寸＝

＝

専
當
國
司
少
目
少
初
位
下
勲
七
等
茨
田
連
継
足

郡
司
擬
少
領
外
少
初
位
下
勲
八
等
丈
部
石
万
呂

天
長
五
年
十
月

「（
裏
面
、
別
筆
）

南
院
」

◎
庸
布
。
両
耳
を
存
し
幅
六
九
㎝
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
国
郡
名
か
ら
戸
主
名
に
か
け

て
、
ま
た
寸
法
割
書
か
ら
「
専
當
」
に
か
け
て
、
朱
方
印
「
上
総
國
印
」
二
顆
。
銘
文
の
足

下
裏
側
に
横
向
き
の
「
南
院
」
銘
が
あ
る
《
未
収
》。
原
著
図
版
133
。
布
目
麻
№
73
・
74
。

四
七

屏
風
下
張
布

（
屏
風
心
布
第
一
九
号
）

（
中
倉
二
〇
二
第
七
三
号
櫃
）

上
総
國
勅
旨
交
易
布
壹
段

◎
織
り
目
の
粗
い
布
で
、
別
の
布
と
継
ぎ
合
わ
さ
れ
て
、
屏
風
の
下
地
を
形
成
す
る
た

め
に
使
用
さ
れ
た
。
織
り
耳
は
地
辺
で
確
認
さ
れ
、
幅
七
五
・
五
㎝
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。

国
郡
名
に
天
揃
え
で
朱
方
印
「
上
総
國
印
」
一
顆
。
所
属
表
記
を
訂
正
。
布
目
麻
№
75
・
76
。

追
加
一
一

布
帯
残
欠

附
木
牌

（
凾
装
三
二
ノ
九
）

（
墨
書
な
し
）

◎
麻
布
を
幅
一
二
㎝
に
裁
ち
、
二
つ
折
り
に
し
た
帯
。
朱
方
印
「
上
総
國
印
」
一
顆
。
国

印
の
左
が
布
の
端
。
木
牌
の
銘
記
は
《
第
二
編
三
一
二
》。

追
加
一
二

白
布

（
中
倉
二
〇
二
第
一
二
一
号
櫃
）

上
総
國
畔
蒜
郡
三
衆
郷

天
平
六
年

◎
用
途
不
明
の
麻
布
。
両
耳
を
存
し
幅
約
八
〇
㎝
。
長
さ
一
〇
〇
〇
㎝
を
超
え
る
。
天
地

辺
に
麻
糸
が
残
り
、
三
幅
以
上
継
い
だ
製
品
と
し
て
使
用
か
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
朱
方

印
「
上
総
國
印
」
一
顆
。

追
加
一
三

白
布

第
二
九
号
其
二

（
中
倉
二
〇
二
第
七
三
号
櫃
）

（
墨
書
な
し
）

◎
庸
布
か
。
両
耳
を
存
し
幅
六
九
㎝
。
朱
方
印
「
上
総
國
印
」（
改
鋳
後
）
一
顆
。
国
印

の
右
が
布
の
端
。
国
印
の
反
対
端
裏
側
に
「
南
院
」《
未
収
》。

追
加
一
四

白
布

二
八
帖
ノ
内
第
二
五
号

（
南
倉
一
四
八
ノ
五
三
、
凾
装
五
）

（
墨
書
な
し
）

（１８０）

（
五
九
）
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◎
目
の
細
か
い
布
。
天
辺
は
織
り
耳
、
地
辺
切
断
で
、
幅
五
〇
㎝
存
。
片
方
の
布
端
の
天

辺
寄
り
に
、
朱
方
印
「〔
上
ヵ
〕

□
総
□
（
國
印
）

□
」
一
顆
が
左
方
を
切
断
さ
れ
て
僅
存
。

◆

安
房
国

三
四

布
袍

第
三
八
号

（
中
倉
二
〇
二
第
九
三
号
櫃
）

（
安
房
国
）

平
羣
郡
大
里
郷
戸
主
丸
子
部
三
國
戸
服
織
部
尼
万
呂

◎
浅
紅
色
、
単
衣
の
袍
に
用
い
ら
れ
た
目
の
細
か
い
布
。
左
袖
の
下
側
の
縫
い
目
の
中

に
銘
文
が
あ
る
。
布
幅
を
そ
の
ま
ま
袖
丈
に
用
い
、
両
耳
を
存
し
幅
七
一
㎝
。
銘
文
の
天
地

は
付
け
根
か
ら
袖
口
の
向
き
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
と
な
る
が
、
仕
立
て
の
際
に
袖
口
に

向
か
っ
て
斜
め
（
内
側
）
に
裁
断
さ
れ
、
銘
文
は
下
半
欠
失
の
可
能
性
が
あ
る
。
郡
名
か
ら

戸
主
名
に
か
け
て
朱
方
印
一
顆
（
右
に
偏
心
）。
原
著
は
上
総
国
平
群
郡
と
み
る
が
、
印
影

の
再
釈
読
の
結
果
、「
安
房
國
印
」
と
改
め
た
。
印
の
色
味
や
線
の
シ
ャ
ー
プ
さ
は
、
四
八

や
安
房
国
義
倉
帳
（
天
平
二
年
。
正
集
十
九
）
の
印
と
共
通
す
る
。
平
群
郡
は
養
老
二
年
か

ら
天
平
十
三
年
の
間
、
上
総
か
ら
分
置
さ
れ
た
安
房
国
に
帰
属
し
て
お
り
（
四
八
参
照
）、

本
例
も
こ
の
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
銘
文
が
郡
名
か
ら
書
き
出
し
て
い
る
こ
と
も
共

通
す
る
が
、
こ
の
後
上
総
国
に
再
併
合
さ
れ
る
安
房
国
の
地
位
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
原
著
図
版
124
。
布
目
麻
№
111
・
112
。

四
八

白
布

第
二
九
号
（
雑
六
〇
）

（
中
倉
二
〇
二
第
九
三
号
櫃
）

（
安
房
国
）

平
羣
郡
白〔
濱
ヵ
〕

□
郷
清
岑
里
大
弓
部
得
万
呂
細
布
壹
端
長
四
丈
二
尺

天
平
九
年

◎
細
布
。
天
辺
は
織
り
耳
、
地
辺
切
断
。
幅
三
六
㎝
存
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
郡
郷
名

に
か
け
て
、
朱
方
印
「
安
房
國
印
」
一
顆
（
右
に
偏
心
）。
原
著
「
調
布
」
を
「
細
布
」
に

訂
正
。
原
著
図
版
135
。
布
目
麻
№
109
・
110
。

◆

武
蔵
国

【
五
三
は
後
編
に
採
録
】

四
九

白
布

（
中
倉
二
〇
二
第
一
一
八
号
櫃
）

武
蔵
國
橘
樹
郡
橘
樹
郷
刑
部
直
國
當
調
庸
布
壹
端

主
當

〔
立
ヵ
〕

國
司
史
生
正
八
位
下
秦
伊
美
吉
男
□

郡
司
領
外
従
七
位
下
刑
部
直
名
虫

＝

＝

天
平
勝
寳
八
歳
十
一
月

◎
調
庸
合
成
布
。
両
耳
を
存
し
幅
六
二
㎝
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
国
郡
名
お
よ
び
「
調

庸
布
」
の
辺
り
に
朱
方
印
「
武
蔵
國
印
」
二
顆
。
郷
名
は
松
嶋
氏
私
家
版
の
正
誤
表
で
訂
正

さ
れ
て
い
た
。「
武
蔵
國
」
の
右
肩
に
横
向
き
の
墨
書
「
池
万
呂
」
が
あ
る
。
原
著
図
版
136
。

五
〇

白
布

第
四
〇
号
其
二

（
中
倉
二
〇
二
第
一
一
一
号
櫃
）

（
武
蔵
）國
横
見
郡
御
坂
郷
日
下
部〔
束
ヵ
〕

□
麻〔
呂
ヵ
〕

□
庸
布
壹（マ
マ
）

端

□
□
□
司
史
生
従
八
位
下
佐
味
朝
臣
比
奈
麻
呂

郡
司
□
□
外

部

□
〔
持
〕

◎
庸
布
。
天
辺
切
断
、
地
辺
は
織
り
耳
。
幅
六
一
㎝
存
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
国
郡
名

お
よ
び
「
壹
端
」
か
ら
国
郡
司
割
書
に
か
け
て
朱
方
印
「
武
蔵
國
印
」
二
顆
。
輸
納
者
の
名

は
「
束
比
良
」
の
よ
う
に
見
え
る
文
字
で
、
一
一
九
の
再
釈
読
に
よ
る
「
黒
麻
呂
」
の
筆
画

（１７９）

（
六
〇
）
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に
似
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
原
著
図
版
137
。

一
一
九

揩
布
屏
風
袋
残
欠

第
六
四
号
ノ
一
七

（
中
倉
二
〇
二
第
九
三
号
櫃
）

（
武
蔵
）國
横
見
郡
御
坂
郷
日
下
部
直
黒
麻
呂
庸
壹（
マ
マ
）

端
主
當
國
司
史
生
従
八
位
下
佐
味
朝
臣
比
奈
麻
呂

郡
司
領
外
正
八
位
下
丈
部
直
□
□

◎
庸
布
を
用
い
た
屏
風
袋
。
破
損
し
て
胴
部
腹
側
の
袷
布
が
残
る
。
口
縁
部
裏
裂
外
面

に
銘
文
が
あ
る
。
天
辺
は
切
断
、
地
辺
は
織
り
耳
。
幅
五
八
・
五
㎝
存
。
銘
文
の
左
が
布
の

端
（
上
方
は
切
断
さ
れ
て
欠
失
）
。
国
郡
名
お
よ
び
輸
貢
記
載
尾
端
か
ら
国
郡
司
割
書
に
か

け
て
朱
方
印
「
□
〔
武
蔵
〕

□
國
印
」
二
顆
（
右
に
偏
心
。
上
の
一
顆
は
僅
存
）
。
所
属
表
記
を
訂
正
。

五
一

揩
布
屏
風
袋

第
六
〇
号

（
中
倉
二
〇
二
第
九
三
号
櫃
）

武
蔵
國
横
見
郡

庸
布
壹
段

主
當
國
司
史
生
従
八
位
下
佐
味
朝
臣
比
奈

郡
司
領
外
正
八
位
下
丈
部
直
此
持

◎
揩
布
屏
風
袋
第
六
〇
号
は
庸
布
を
用
い
る
。
破
損
が
著
し
く
片
方
の
襠
を
欠
く
。
銘

文
の
あ
る
布
端
は
屏
風
袋
の
口
縁
に
あ
た
り
、
袷
の
二
枚
の
布
の
端
が
そ
れ
ぞ
れ
内
側
に

折
り
込
ま
れ
る
状
態
で
仕
立
て
ら
れ
る
。
書
記
面
は
胴
部
表
裂
の
内
側
（
搨
模
様
の
反
対

面
）
で
あ
り
、
本
来
は
外
か
ら
見
え
な
い
場
所
で
あ
る
が
、
修
理
の
際
に
銘
文
の
範
囲
を
縫

い
閉
じ
ず
に
残
し
て
あ
る
。
天
辺
は
織
り
耳
、
地
辺
は
縫
い
目
の
中
に
入
っ
て
確
認
で
き

な
い
が
、
表
に
あ
ら
わ
れ
た
幅
で
五
六
・
八
㎝
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
国
名
お
よ
び
「
壹

段
」
か
ら
国
郡
司
割
書
に
か
け
て
朱
方
印
「
武
蔵
國
印
」
二
顆
（
墨
書
と
左
揃
え
で
右
に
偏

心
）。
郡
名
の
下
は
布
が
欠
失
。
続
き
の
輸
納
者
名
は
、
布
は
あ
る
が
不
可
読
。
布
目
麻
№

57
・
58
。
本
編
№
2－

31
。

五
二

揩
布
屏
風
袋

第
五
五
号

（
中
倉
二
〇
二
第
八
七
号
櫃
）

（
武
蔵
国
）

〔
横
見
郡
御
坂
〕

□
□
□
□
□
郷
戸
主
五
百
井
部
古
猪
庸
布
壹
段
主
當
國
司
史
生
従
八
位
下
佐
味
朝
臣
比
奈
麻
呂

郡
司
少
領
外
正
八
位
下
勲
十
二
等
杖
部
直

（
反
対
面
、
天
地
逆
、
別
筆
）「
戸
主
五
百
井
マ
古
猪
」

◎
揩
布
屏
風
袋
第
五
五
号
は
献
納
屏
風
の
袋
で
庸
布
を
用
い
る
。
破
損
が
著
し
い
が
、

銘
文
の
あ
る
口
縁
部
は
健
全
で
あ
る
。
主
銘
文
の
書
記
面
は
胴
部
表
裂
の
外
側
（
搨
模
様

と
同
じ
面
）
で
、
そ
の
反
対
面
の
銘
文
は
修
理
後
の
開
口
部
か
ら
読
め
る
。
天
辺
は
縫
い
目

の
中
に
入
っ
て
不
明
、
地
辺
は
切
断
、
表
に
あ
ら
わ
れ
た
幅
で
五
五
・
五
㎝
。
主
銘
文
の
左

が
布
の
端
。
国
郡
名
お
よ
び
国
郡
司
割
書
以
下
に
朱
方
印
「
武
蔵
國
印
」
二
顆
（
右
に
偏

心
）。
屏
風
袋
の
銘
文
は
《
第
一
編
二
四
五
（
32
）》。
原
著
図
版
138
。
布
目
麻
№
55
・
56
。

五
四

白
布

第
一
三
号

（
中
倉
二
〇
二
第
七
三
号
櫃
）

武
蔵
國
男
衾
郡
�
倉
郷
笠
原
里
飛
鳥
部
虫
麻
呂
調
布
一
端

天
平
六
年
十
一
月

◎
調
布
。
両
耳
を
存
し
幅
七
一
㎝
。
長
さ
は
一
〇
三
二
㎝
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
郡
郷

名
お
よ
び
年
月
に
か
け
て
朱
方
印
「
武
蔵
國
印
」
二
顆
。
大
き
く
右
に
そ
れ
て
捺
さ
れ
る
。

の
は
ら

布
の
途
中
に
戯
書
が
あ
る
。
里
名
は
原
著
の
「
笠
原
」
の
ほ
か
「
箆
原
」
の
別
案
が
あ
る
。

原
著
図
版
140
。
布
目
麻
№
51
・
52
。
本
編
№
2－

35
。

五
五

揩
布
屏
風
袋

第
一
一
号

（
中
倉
二
〇
二
第
一
一
一
号
櫃
）

武
蔵
國
加
美
郡
武
川
郷
戸
主
大
伴
直
牛
麻
呂
戸
口
大
伴
直
荒
當
庸
布
一
段＝

（１７８）

（
六
一
）
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＝

主
當
國
司
史
生
従
八
位
下
佐
味
朝
臣
比
奈
麻
呂

郡
司
少
領
外
従
八
位
上
宍
人
直
石
前

天
平
勝
寳
五
年
十
一
月

◎
揩
布
屏
風
袋
第
一
一
号
は
献
納
屏
風
の
袋
で
庸
布
を
用
い
る
。
袋
底
の
一
部
を
除
き

健
全
で
あ
る
。
銘
文
の
あ
る
布
端
は
屏
風
袋
の
口
縁
、
そ
の
書
記
面
は
胴
部
裏
裂
の
内
側
。

天
地
辺
と
も
縫
い
目
の
中
に
入
っ
て
織
り
耳
は
不
明
、
表
に
あ
ら
わ
れ
た
幅
で
五
七
㎝
。

銘
文
の
左
が
布
の
端
。
国
郡
郷
名
お
よ
び
年
月
に
か
け
て
朱
方
印
「
武
蔵
國
印
」
二
顆
（
右

に
偏
心
）。
原
著
に
示
す
三
顆
の
う
ち
中
間
の
一
顆
は
認
め
ら
れ
な
い
。
屏
風
袋
の
銘
文
は

《
第
一
編
二
四
五
（
8
）》。
原
著
図
版
141
。
布
目
麻
№
53
・
54
。

一
一
五

揩
布
屏
風
袋

第
一
九
号

（
中
倉
二
〇
二
第
一
一
一
号
櫃
）

武
蔵
國

庸
布
壹
段
主
當
國
司
史

麻
呂

郡
司
主
帳
外
従
七
位
下

麻
呂＝

＝

天
平
勝
寳
五
年
十
月

◎
揩
布
屏
風
袋
第
一
九
号
は
庸
布
を
用
い
る
。
銘
文
の
あ
る
布
端
は
屏
風
袋
の
口
縁
で

中
間
部
に
破
損
が
あ
る
。
そ
の
書
記
面
は
胴
部
裏
裂
の
外
側
。
天
地
辺
と
も
縫
い
目
の
中

に
入
っ
て
織
り
耳
は
不
明
、
表
に
あ
ら
わ
れ
た
幅
で
五
四
・
五
㎝
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。

国
郡
郷
名
お
よ
び
国
郡
司
割
書
に
か
け
て
朱
方
印
「
武
蔵
國
印
」
二
顆
（
右
に
偏
心
）
。
再

釈
読
で
国
名
、
年
月
と
国
印
を
追
加
し
た
。
同
じ
袋
の
別
銘
文
は
追
加
二
三
に
掲
出
。

一
一
七

揩
布
屏
風
袋

第
六
一
号

（
中
倉
二
〇
二
第
八
七
号
櫃
）

郡
家
郷
戸
主〔
宍
カ
〕

□
人
部

庸
布
□
□〔
主
〕

〔
佐
味
〕
〔
比
奈
麻
呂
〕

□
當
国
司
□
史
生

□
□
朝
臣
□
□
□
□

郡
司
大
領

＝

＝

天
平
勝
寳
五
年
十
月

◎
庸
布
を
用
い
た
屏
風
袋
。
破
損
し
て
胴
部
腹
側
の
袷
布
と
両
襠
の
一
部
が
残
る
。
口

縁
部
表
裂
の
内
側
に
銘
文
が
あ
る
。
天
辺
は
切
断
、
地
辺
は
縫
い
目
の
中
に
入
っ
て
不
明
、

表
に
あ
ら
わ
れ
た
幅
で
五
五
・
五
㎝
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
武
蔵
国
の
郡
家
郷
は
追
加

一
五
に
掲
げ
た
足
立
郡
の
ほ
か
久
良
・
入
間
・
比
企
・
大
里
・
男
衾
の
各
郡
に
あ
る
。
国

郡
名
お
よ
び
国
郡
司
割
書
に
朱
方
印
「〔
武
蔵
カ
〕

□
□
國
印
」
二
顆
（
や
や
右
に
偏
心
）。

追
加
一
五

白
布

第
三
五
号
其
九

（
中
倉
二
〇
二
第
七
三
号
櫃
）

武
蔵
國
足
立
郡

調
庸
布
幷
壹
端

◎
調
庸
合
成
布
。
天
辺
は
織
り
耳
、
地
辺
切
断
。
幅
四
〇
㎝
存
。
銘
文
の
左
に
布
の
端
が

く
る
が
、
破
損
の
た
め
中
間
部
を
欠
失
す
る
。
国
郡
名
に
か
け
て
朱
方
印
「
武
蔵
國
印
」
一

顆
（
印
文
は
不
鮮
明
。
右
に
偏
心
か
）。

五
六

屏
風
下
張
布

第
五
五
号

（
中
倉
二
〇
三
ノ
五
五
号
）（
凾
装
一
六
）

武
蔵
國
民
部
省
交
易
布
一
段

◎
交
易
布
。
織
り
目
の
粗
い
布
で
、
同
種
の
布
四
枚
を
継
ぎ
合
せ
て
屏
風
の
同
じ
扇
の

下
地
に
使
用
し
た
。
両
耳
を
存
し
幅
七
二
㎝
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
銘
文
の
ほ
ぼ
中
央
に

朱
方
印
「
武
蔵
國
印
」
一
顆
（
右
に
偏
心
）。
次
掲
追
加
一
六
は
同
一
扇
の
下
地
に
使
用
さ

れ
た
布
で
あ
る
。
原
著
図
版
142
。
布
目
麻
№
59
・
60
。

（１７７）

（
六
二
）
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追
加
一
六

屏
風
下
張
布

（
中
倉
二
〇
三
ノ
五
五
号
）（
凾
装
一
六
）

（
墨
書
な
し
）

◎
交
易
布
か
。
織
り
目
の
粗
い
布
で
、
五
六
（
武
蔵
国
民
部
省
交
易
布
）
ほ
か
同
種
の
布

四
枚
を
継
ぎ
合
せ
て
屏
風
の
同
じ
扇
の
下
地
に
使
用
。
両
耳
を
存
し
幅
七
二
・
五
㎝
。
天

か
ら
や
や
下
が
っ
て
朱
方
印
「
武
蔵
國
印
」
一
顆
（
半
存
）。
国
印
の
左
は
布
端
で
切
断
。

一
四
四

布
断
片

二
片

（
軸
装
二
五
六
）

（
1
）
天
平
勝
寳
七
歳
十
月

（
2
）
天
平
勝
寳
八
歳
十
月

◎
同
じ
軸
装
に
整
理
さ
れ
た
二
片
を
掲
出
す
る
。（
1
）
は
赤
色
色
料
が
帯
状
に
付
着
、

屏
風
下
地
に
使
用
か
。
両
耳
を
存
し
、
幅
六
二
㎝
。
天
地
の
中
央
よ
り
下
が
っ
た
位
置
に
書

か
れ
、
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
年
月
の
上
に
朱
方
印
「
□
〔
武
蔵
〕

□
國
印
」
一
顆
（
左
に
偏
心
）。

（
2
）
は
や
や
目
の
粗
い
布
で
天
辺
が
織
り
耳
、
地
辺
切
断
。
幅
三
一
・
五
㎝
存
。
天
辺
か

ら
約
八
㎝
下
が
っ
て
書
き
、
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
印
は
確
認
で
き
ず
。（
2
）
は
国
名
未

詳
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
原
著
に
従
い
（
1
）
と
と
も
に
こ
こ
に
置
く
。

◆

相
模
国

五
七

白
布

第
三
六
号

（
中
倉
二
〇
二
第
一
一
一
号
櫃
）

（
相
模
国
餘
綾
）郡
大
屋
郷
大
磯
里
戸
磯
部
白
髪
輸
調
幷
庸
布
壹
端

天
平
十
年
九
月

◎
調
庸
合
成
布
。
天
辺
切
断
、
地
辺
は
織
り
耳
。
幅
六
六
㎝
存
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。

郡
郷
名
の
高
さ
に
朱
方
印
「
相
模
國
印
」
一
顆
（
天
辺
切
断
）。
墨
書
を
外
し
た
内
側

（
左
）
に
捺
さ
れ
る
。
郷
名
を
追
加
し
た
。
原
著
図
版
143
。
布
目
麻
№
103
・
104
。

五
八

白
布

第
二
四
号

（
中
倉
二
〇
二
第
一
一
一
号
櫃
）

相
模
國
鎌
倉
郡
沼
濱
郷
戸
主
大
伴〔
部
〕

□
廣
麻
呂
戸
鹿
衣
調
布
壹
端
長
四
丈
二
尺＝

＝

〔
郡
〕〔
少
〕

□
司
□
領
外
従
八
位
上
他
田
臣
國
足

□
當
國
司
史
生
従
八
位
上
坂
合
部
連
糠
麻
呂

◎
調
布
。
麻
紐
を
結
び
つ
け
た
二
次
使
用
痕
が
あ
る
。
両
耳
を
存
し
幅
六
八
㎝
。
整
理
時

に
奥
を
縫
い
閉
じ
、
銘
文
を
含
む
は
じ
め
の
六
〇
㎝
ほ
ど
が
披
見
可
能
。
銘
文
の
右
が
布

の
端
で
、
墨
書
の
な
い
中
間
部
に
破
損
に
よ
る
欠
失
が
あ
る
。
国
郡
名
、
輸
貢
記
載
の
尾
端

（
墨
書
「
壹
端
」
以
下
）、
国
郡
司
割
書
下
端
の
計
三
箇
所
に
、
朱
方
印
「
相
模
國
印
」
三

顆
（
左
に
偏
心
）。
人
名
の
釈
読
を
改
め
た
。
原
著
図
版
144
。
布
目
麻
№
97
・
98
。

五
九

白
布
第
三
四
号

（
中
倉
二
〇
二
第
七
三
号
櫃
）

相
模
國
鎌
倉
郡
方
瀬
郷
戸
主
□
□
□
□

〔
大
初
位
下
〕

〔
麻
呂
〕

□
□
□
調
幷
庸
布
壹
端
長
四
丈
二
尺＝

＝
天
平
勝

〔
坂
合
部
〕連
糠
麻
呂

領
外
従
八
位
上
他
田
臣
國
足

〔
郡
司
少
〕

◎
調
庸
合
成
布
。
両
耳
を
存
し
幅
六
五
・
五
㎝
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
国
郡
名
、
輸
貢

記
載
の
尾
端
（
墨
書
「
壹
端
」
ま
で
）、
国
郡
司
割
書
上
端
の
計
三
箇
所
に
、
朱
方
印
「
相

（１７６）

（
六
三
）
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模
國
印
」
三
顆
（
右
に
偏
心
。
三
顆
目
は
銘
文
の
右
に
外
れ
る
）。
中
間
の
輪
納
者
名
は
湿

損
の
た
め
墨
の
残
り
が
悪
く
、
試
読
の
釈
文
を
示
す
。
原
著
図
版
145
。
布
目
麻
№
101
・
102
。

六
〇

白
布

第
八
号
（
雑
三
九
）

（
中
倉
二
〇
二
第
九
三
号
櫃
）

相
模
國
鎌
倉
郡
方
瀬
郷
戸
主
大
伴
部
首
麻
呂
調
幷
庸
布
壹
端
長
四
丈
二
尺

＝

＝

天
平
勝
寳
元
年
十
月

主
當
國
司
史
生
従
八
位
上
坂
合
部
連
糠
麻
呂

郡
司
少
領
外
従
八
位
上
他
田
臣
國
足

◎
調
庸
合
成
布
。
両
耳
を
存
し
幅
七
〇
・
九
㎝
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
国
郡
名
、
輸
貢

記
載
の
尾
端
（
墨
書
「
壹
端
」
ま
で
）、
国
郡
司
割
書
上
端
の
計
三
箇
所
に
、
朱
方
印
「
相

模
國
印
」
三
顆
（
右
に
偏
心
）。
原
著
図
版
146
。
布
目
麻
№
99
・
100
。

六
一

白
布

第
二
三
号
（
雑
五
四
）

（
中
倉
二
〇
二
第
八
七
号
櫃
）

相〔
模
〕

□
國
鎌
倉
郡
方
瀬
郷
戸
主〔
大
〕

□

庸
布
壹〔
端
カ
〕

□

〔
方
カ
〕

□
□〔
郷
〕

□

〔
廣
〕

□
＝

＝

天
平
勝
寶
□
年
十
月

〔
糠
麻
呂
〕

主
當
國
司
史
生
従
八
位
上
坂
合
部
連

郡
司
少
領
外
従
八
位
上
他
田
臣
國
足

◎
調
庸
合
成
布
。
一
端
の
布
二
幅
を
継
い
だ
帳
と
し
て
使
用
さ
れ
た
後
、
破
損
し
て
解

体
さ
れ
、
な
お
健
全
な
部
分
を
再
用
し
た
残
り
か
。
両
耳
を
存
し
幅
六
九
・
八
㎝
。
銘
文
の

左
が
布
の
端
。
国
郡
名
、
国
郡
司
割
書
上
端
と
、
そ
の
中
間
（
対
応
す
る
墨
書
は
不
明
瞭
だ

が
、
輸
貢
記
載
の
尾
端
付
近
か
）
と
の
計
三
箇
所
に
、
朱
方
印
「
相
模
國
印
」
三
顆
（
右
に

偏
心
）。
製
品
の
銘
文
「
一
条
二
幅

破

四
丈
二
尺
」
あ
り
《
未
収
》。
布
目
麻
№
105
・
106
。

六
二

揩
布
屏
風
袋

第
五
二
号

（
中
倉
二
〇
二
第
八
七
号
櫃
）

（
1
）（
襠
裏
）
相
模
國

（
2
）（
口
縁
）

郷
戸
主
中
嶋
連
五
百
足
庸
布
壹
段

主
當

位
下
己
智
舩
長嶋

＝

＝

天
平
勝
寳
四
年
十
月

（
3
）（
裏
裂
）

□
□
□
□
庸
布
壹
段

主
當

〔
部
〕

郡
司
擬
少
領
无
位
□
□
□
□
長

國
司
史
生
従
八
位
上

◎
揩
布
屏
風
袋
第
五
二
号
は
献
納
屏
風
の
袋
。
用
布
の
銘
文
は
三
種
あ
る
。（
1
）
は
左

側
の
襠
の
裏
裂
内
面
の
墨
書
。
こ
の
裂
は
天
地
と
も
切
断
、
幅
一
六
㎝
存
。
天
か
ら
一
二
㎝

下
が
り
で
通
常
の
銘
文
よ
り
か
な
り
大
き
な
文
字
で
書
く
。「
模
國
」
は
読
み
に
く
い
位
置

に
あ
る
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
朱
方
印
が
見
え
る
が
「
相
模
國
印
」
の
印
影
ま
で
は
追
い

き
れ
な
い
。（
2
）
は
胴
部
表
裂
の
口
縁
部
内
側
（
搨
模
様
の
反
対
面
）、
折
り
返
し
の
中
に

あ
る
。
天
辺
は
切
断
、
地
辺
は
縫
い
目
の
中
に
入
っ
て
不
明
、
表
に
あ
ら
わ
れ
た
幅
で
五
六

㎝
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
戸
主
名
周
辺
、「
壹
端
」
か
ら
「
主
當
」
に
か
け
て
、
年
月
の

計
三
箇
所
に
、
朱
方
印
「
相
模
國
印
」
三
顆
（
右
に
偏
心
）。
国
司
名
、
月
名
に
訂
正
を
加

え
た
。（
3
）
は
胴
部
裏
裂
の
銘
文
。
第
五
二
号
の
裏
裂
は
、
口
縁
か
ら
六
二
㎝
入
っ
た
と

こ
ろ
で
別
布
が
継
が
れ
て
袋
の
背
中
側
に
回
り
、
口
覆
い
の
近
く
で
第
三
の
布
を
継
ぐ
。

こ
の
中
間
部
の
布
の
銘
文
で
、
本
来
は
袷
の
内
側
に
隠
れ
る
面
に
な
る
が
、
修
理
の
際
に

折
り
返
し
て
読
め
る
よ
う
に
し
て
あ
る
。
天
地
辺
と
も
縫
い
目
の
中
に
入
っ
て
織
り
耳
は

不
明
、
表
に
あ
ら
わ
れ
た
幅
で
五
七
㎝
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
戸
主
名
（
推
定
）
周
辺
、

国
郡
司
割
書
に
朱
方
印
「
相
模
國
印
」
二
顆
。
国
郡
司
名
に
訂
正
追
加
し
た
が
再
検
討
の
余

地
が
あ
る
。
屏
風
袋
の
銘
文
《
第
二
編
二
四
五
（
29
）》。
布
目
麻
№
107
・
108
。
た
だ
し
（
1
）

〜（
3
）
の
い
ず
れ
か
不
明
。
ま
た
（
2
）
は
本
編
№
2－

30
。

（１７５）

（
六
四
）

／正倉院紀要　２０１８　４０号／本文　縦　４０号　２０１８／正倉院の繊維製品　４０号２０１８ 2018.03.22 10.32.57 Page



一
一
六

揩
布
屏
風
袋
残
欠

第
四
七
号
ノ
五

（
中
倉
二
〇
二
第
九
八
号
櫃
）

郡
□
□
□
戸
主
雀
部
□
□
庸
布
壹
段

主
當
國
司

六
位

舩
長

八
位
下

嶋

＝

＝

天
平
勝
寳
五
年
十
月

◎
庸
布
を
用
い
た
屏
風
袋
。
破
損
し
て
胴
部
腹
側
の
袷
布
が
残
る
。
口
縁
部
の
内
側
に

銘
文
が
あ
る
。
天
辺
は
切
断
、
地
辺
は
織
り
耳
。
幅
六
一
・
五
㎝
存
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。

国
郡
名
、
輸
貢
記
載
尾
端
お
よ
び
国
郡
司
割
書
尾
端
に
朱
方
印
「
□
〔
相
模
〕

□
國
印
」
三
顆
（
右
に

大
き
く
偏
心
）。

追
加
一
七

芫
花
袋

第
四
号

（
北
倉
九
二
ノ
四
）

天
平
十
八
年
十
月

◎
一
幅
の
布
を
二
つ
折
り
に
し
て
両
脇
を
縫
い
閉
じ
た
袋
。
口
縁
の
内
側
に
年
月
を
記

す
。
両
耳
を
存
し
幅
八
〇
㎝
。
銘
文
は
天
か
ら
書
き
、
そ
の
右
が
布
の
端
。
こ
の
布
端
は
斜

め
に
切
断
さ
れ
、
銘
文
の
ラ
イ
ン
を
基
準
に
す
る
と
天
地
で
一
五
㎝
差
の
裾
広
が
り
と
な

る
。
袋
の
口
縁
は
、
こ
の
斜
め
の
形
状
に
合
わ
せ
て
形
作
っ
て
い
る
。
朱
方
印
「
相
模
國

印
」
一
顆
は
、
地
辺
側
に
墨
書
と
天
地
逆
向
き
で
捺
し
、
墨
書
よ
り
布
端
に
近
い
位
置
に
あ

る
。
こ
の
国
印
は
改
鋳
後
の
も
の
で
あ
る
。
芫
花
は
天
平
勝
宝
八
歳
の
献
納
薬
物
の
一
つ

で
、
斤
量
検
定
に
関
わ
る
銘
記
は
《
第
一
編
三
九
一
（
4
）》。
ま
た
『
正
倉
院
紀
要
』
第
三

八
号
年
次
報
告
に
補
訂
が
あ
る
。

追
加
一
八

白
布

第
一
一
号
（
雑
四
二
）

（
中
倉
二
〇
二
第
九
三
号
櫃
）

天
平
勝
寳
□
□
□
□

◎
文
様
の
痕
跡
か
ら
屏
風
袋
残
片
と
み
ら
れ
る
麻
布
。
両
耳
を
存
し
幅
七
〇
㎝
。
長
さ

一
〇
四
三
㎝
。
銘
文
は
天
か
ら
三
・
七
㎝
下
が
り
で
書
き
出
し
、
そ
の
右
が
布
の
端
。「
勝

寳
」
の
続
き
は
、
墨
書
の
痕
跡
の
み
で
筆
画
を
判
読
で
き
な
い
。
年
月
記
載
の
中
ほ
ど
の
高

さ
に
朱
方
印
「
相
模
國
印
」
一
顆
。
銘
文
に
右
揃
え
、
左
に
偏
心
。

追
加
一
九

白
布

第
一
四
号
其
一

（
中
倉
二
〇
二

九
八
号
櫃
）

相
模
國
□
□
郡
□
□
郷
□
□
里
戸
主
忌
部
□
□
□
調
細
布
幷
壹
端

天
平
十
年
十
月

◎
調
庸
合
成
布
。
両
耳
を
存
し
、
幅
七
一
㎝
。
現
存
長
一
七
三
㎝
。
銘
文
の
す
ぐ
左
ま
で

布
端
の
ほ
つ
れ
が
迫
る
。
墨
書
は
淡
く
不
明
瞭
。
朱
印
は
見
え
な
い
。

◆

越
後
国

六
三

揩
布
屏
風
袋
断
片

第
六
四
号
ノ
一
〇

（
玻
璃
装
二
〇
一
）（
中
倉
二
〇
二
第
一
二
一
号
櫃
）

越
後
國
久
疋
郡
夷
守
郷
戸
主
肥
人
呰
麻
呂
庸
布
壹
段

天
平
勝

◎
庸
布
を
用
い
た
仁
王
会
系
の
屏
風
袋
（
二
二
参
照
）
の
胴
部
断
片
。
袷
の
表
裂
で
、
布

を
継
ぎ
合
わ
せ
た
箇
所
に
あ
た
る
。
片
方
の
布
の
、
搨
模
様
の
反
対
面
に
銘
文
が
あ
る
。
天

地
と
も
破
断
。
幅
四
六
㎝
存
。
現
上
端
は
織
り
耳
に
近
く
、
銘
文
は
天
か
ら
一
〇
㎝
ほ
ど
下

（１７４）

（
六
五
）
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が
っ
て
書
き
出
し
た
と
見
ら
れ
る
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
国
郡
名
、
郷
名
か
ら
戸
主
姓
、

輸
貢
記
載
の
尾
端
「
段
」
以
下
、
年
月
の
計
四
箇
所
に
、
朱
方
印
「
越
後
國
印
」
四
顆
（
右

に
偏
心
）。
明
瞭
な
印
影
は
な
い
。
屏
風
袋
の
銘
文
は
《
第
二
編
二
四
六
》。
原
著
図
版
147
。

追
加
二
〇

揩
布
屏
風
袋

第
一
号

（
北
倉
四
五
ノ
一
）

□
〔
天
平
〕
□
勝
寳
二
年
十
月

◎
仁
王
会
系
の
屏
風
袋
（
二
二
参
照
）。
第
一
号
の
胴
部
裏
裂
は
、
口
縁
か
ら
始
ま
っ
て

腹
部
、
袋
底
、
背
と
廻
り
、
ふ
た
た
び
口
縁
に
戻
る
あ
た
り
で
も
う
一
方
の
端
と
な
り
、
そ

の
先
の
口
覆
い
裏
裂
は
別
布
を
継
ぐ
。
こ
の
後
面
裏
裂
の
端
、
縫
継
部
の
内
側
（
袷
の
内
側

に
隠
れ
る
面
）
に
銘
文
が
あ
る
。
天
地
辺
は
縫
い
目
に
隠
れ
、
そ
の
間
の
幅
六
二
㎝
存
。
観

察
で
き
る
の
は
布
幅
の
う
ち
下
方
の
み
で
あ
る
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
年
月
に
左
揃
え

で
朱
方
印
「
越
後
國
印
」
一
顆
（
右
に
偏
心
）。
国
名
の
二
字
目
は
観
察
し
に
く
い
位
置
に

あ
る
が
、
越
前
・
越
中
国
印
ほ
か
、
既
知
の
印
と
の
対
照
に
よ
り
「
後
」
と
判
定
し
て
よ
い
。

屏
風
袋
の
銘
文
は
《
第
一
編
二
五
七
（
1
）》。
越
後
国
庸
布
が
同
じ
仁
王
会
系
屏
風
袋
に
使

用
さ
れ
た
例
は
前
項
六
三
。
越
中
・
越
前
で
は
調
庸
布
の
実
例
は
知
ら
れ
な
い
。
本
編
№

2－

3
。『
正
倉
院
紀
要
』
第
四
〇
号
年
次
報
告
。

一
二
〇

揩
布
屏
風
袋
残
欠

第
六
四
号
ノ
一
八
（
中
倉
二
〇
二
第
一
二
一
号
櫃
）

天
平
勝
寳
□
□
十
月

◎
屏
風
袋
残
片
。
胴
部
腹
側
の
袷
布
が
残
る
。
口
縁
部
表
裂
の
内
面
に
銘
文
が
あ
る
。
天

辺
は
切
断
、
地
辺
は
織
り
耳
。
幅
五
六
・
八
㎝
存
。
銘
文
は
天
地
中
央
よ
り
や
や
下
か
ら
書

き
出
し
、
そ
の
右
が
布
の
端
。
年
月
に
か
け
て
朱
方
印
「
□
〔
越
後
〕

□
國
印
」
一
顆
（
左
に
偏
心
）。

◆

佐
渡
国

六
四

白
布

第
一
二
号

（
中
倉
二
〇
二
第
九
八
号
櫃
）

佐
渡
國
雜
太
郡
石
田
郷
曽
祢
里
戸
丈
部
得
麻
呂
調
布
壹
端

天
平
十
一
年
十
一
月
十
五
日

（
他
端
）
石
田
郷
曽
祢
里
丈
部
得
麻
呂

◎
一
端
完
存
の
調
布
。
天
地
辺
の
色
が
白
く
、
製
品
と
し
て
の
継
ぎ
合
わ
せ
痕
か
。
長
さ

一
二
五
七
㎝
、
両
耳
を
存
し
幅
七
〇
・
五
㎝
。
両
端
の
墨
書
は
同
じ
面
に
書
か
れ
、
初
め
の

銘
文
（
仮
に
首
端
と
す
る
）
の
左
、
他
端
（
仮
に
尾
端
と
す
る
）
の
銘
文
の
右
に
布
の
端
が

来
る
。
首
端
の
国
印
は
、
国
郡
郷
名
・
年
月
に
か
け
て
朱
方
印
「
佐
渡
國
印
」
二
顆
（
文
字

と
左
揃
え
。
右
に
偏
心
）。
尾
端
で
は
銘
文
の
ほ
ぼ
中
央
に
一
顆
（
文
字
と
右
揃
え
。
左
に

偏
心
）。
原
著
図
版
148
。
布
目
麻
№
3
・
4
。
本
編
№
2－

34
。

六
五

布
袴

第
一
一
号

（
中
倉
二
〇
二
第
九
三
号
櫃
）

佐
度
國
賀
茂
郡
殖
栗
郷
戸
主
矢
田
部
足
得
口
矢
田
部
枚
人
調
布
壹
端
長
四
丈
二
尺

廣
二
尺
四
寸＝

＝
天
應〔
元
〕年

六
月
十
五
日
専
當
國
司
守
従
六
位
上

虫
養

郡
司
擬
大
領
外
従
八
位
下

全
人

◎
調
布
を
用
い
た
単
衣
の
袴
。
布
幅
を
二
つ
折
り
に
し
て
脚
と
す
る
。
脇
開
き
側
の
片

脚
の
腰
部
に
銘
文
が
あ
る
。
両
耳
を
存
し
幅
約
六
三
㎝
。
銘
文
の
左
に
布
の
端
。
釈
文
の
切

（１７３）

（
六
六
）
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断
箇
所
は
、
脇
開
き
の
切
り
込
み
で
あ
る
。
国
郡
名
、
輸
貢
記
載
の
尾
端
、
専
當
国
郡
司
名

の
計
三
箇
所
に
、
朱
方
印
「
佐
渡
國
印
」
三
顆
。
原
著
図
版
149
は
整
理
途
中
の
撮
影
で
、
腰

紐
を
外
し
、
襞
を
伸
ば
し
て
い
る
。
布
目
麻
№
5
・
6
。

追
加
二
一

白
地
錦
几
褥

第
一
二
号

（
南
倉
一
五
〇
ノ
一
二
）

（
芯
麻
布
墨
書
）
物
部
古
万
呂

◎
几
褥
の
芯
裂
に
使
用
し
た
布
。
現
在
は
修
理
を
終
え
て
内
部
は
実
見
で
き
な
い
。
布

は
両
耳
を
存
し
、
製
品
の
幅
五
二
・
八
㎝
に
合
わ
せ
て
端
を
折
り
曲
げ
て
い
る
。
銘
文
の

右
に
布
端
。
銘
文
の
左
肩
に
乗
る
よ
う
に
朱
方
印
「
佐
渡
國
印
」
一
顆
。『
正
倉
院
年
報
』

第
八
号
年
次
報
告
、
毎
日
新
聞
社
『
正
倉
院
宝
物
』
9
南
倉
Ⅲ
参
照
。
本
編
№
2－

60
。

◆

越
中
国
、
甲
斐
国
【
六
六
〜
七
四
】

↓

後
編
に
採
録

◆

信
濃
国

七
五

布
袋

（
北
倉
一
四
六
）

〔
信
〕

□
濃
國
伊
那
郡
小
村〔
郷
〕

□
交
易
布
一
段

天
平
十
八
年
十
月ひ

と
え

◎
一
幅
の
布
を
二
つ
折
り
に
し
て
両
脇
を
縫
い
閉
じ
た
単
仕
立
て
の
深
い
袋
（
幅
七
一

㎝
、
長
さ
一
二
七
㎝
）。
袋
口
の
内
側
に
、
口
縁
に
沿
っ
て
や
や
大
ぶ
り
の
銘
文
が
書
か
れ

る
。
布
の
天
地
辺
は
縫
い
目
に
隠
れ
、
縫
い
目
間
の
幅
約
六
八
㎝
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。

国
印
は
確
認
で
き
な
い
。
年
代
の
読
み
を
改
め
た
。
布
袋
の
銘
文
は
《
第
二
編
二
〇
》
に
掲

出
さ
れ
る
が
、
そ
の
続
き
に
「〔
和
〕

□
□
□
〔
養
人
〕

□
」
の
文
字
が
あ
り
、
そ
の
反
対
側
口
縁
近
く
に
横

向
き
に
小
さ
く
「
廿
具
」
と
書
く
。
原
著
図
版
157
。
布
目
麻
№
95
・
96
。
本
編
№
2－

15
。

七
六

白
布

第
一
〇
号
（
雑
四
一
）

（
中
倉
二
〇
二
第
九
三
号
櫃
）

信
濃
國
筑
摩
郡
山
家
郷
戸
主
物
部
東
人
戸
口
小
長
谷
部
尼
麻
呂
調
幷
庸
壹
端
長
四
丈
二
尺

廣
二
尺
四
寸＝

＝

主
當
國
醫
師
大
初
位
上
城
上
連
柑
足

郡
司
大
領
外
正
七
位
上
他
田
舎
人
國
麻
呂

天
平
勝
寳
四
年
十
月

◎
調
庸
合
成
布
。
両
耳
を
存
し
幅
七
一
㎝
。
銘
文
は
天
か
ら
約
八
㎝
下
が
り
で
書
き
出

し
、
そ
の
左
が
布
の
端
。
国
郡
名
、
戸
主
名
、
主
當
国
郡
司
名
、
年
月
の
計
四
箇
所
に
、
朱

方
印
「
信
濃
國
印
」
四
顆
。
銘
文
に
左
揃
え
、
右
に
偏
心
。
国
医
師
の
姓
の
読
み
を
改
め
た
。

原
著
図
版
158
。
布
目
麻
№
83
・
84
。

七
七

布
袴

第
八
号

（
南
倉
一
三
六
ノ
八
）

信
濃
国
安
曇
郡
前
科
郷
戸
主
安
曇
部
真
羊
調
布
壹
端
長
四
丈
二
尺

廣
二
尺
四
寸＝

＝

主
當
国
司
史
生
正
八
位
上
中
臣
殖
栗
連
梶
取

郡
司
主
帳
従
七
位
上
安
曇
部
百
嶋

天
平
寳
字
八
年
十
月

◎
調
布
を
用
い
た
単
衣
の
袴
。
布
幅
を
二
つ
折
り
に
し
て
脚
と
す
る
。
脇
開
き
の
な
い

ほ
う
の
腰
部
内
側
に
銘
文
が
あ
る
。
両
耳
を
存
す
る
が
、
襞
を
と
っ
て
お
り
布
幅
は
不
明
。

銘
文
は
天
か
ら
少
し
ア
キ
を
と
っ
て
書
き
出
し
、
そ
の
左
が
布
の
端
。
国
郡
名
、
輸
貢
記
載

の
尾
端
、
国
郡
司
名
割
書
の
尾
端
、
年
月
の
計
四
箇
所
に
、
朱
方
印
「
信
濃
國
印
」
四
顆

（
右
に
偏
心
）。
印
は
改
鋳
後
の
も
の
。
原
著
図
版
159
。
布
目
麻
№
85
・
86
。

（１７２）

（
六
七
）
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七
八

布
袋

第
一
号

（
中
倉
二
〇
二
第
九
四
号
櫃
）

信
濃
國
水
内
郡
中
男
作
物
芥
子
貳
�

天
平
勝
寳
二
年
十
月

（
袋
脇
端
、
別
筆
）「
大
田
」

◎
布
を
二
つ
折
り
に
し
て
片
脇
と
底
と
を
縫
い
閉
じ
た
袋
。
口
す
ぼ
ま
り
の
不
整
形
と

な
る
。
袋
口
は
切
断
、
底
は
折
り
返
し
の
中
に
織
り
耳
か
。
袋
の
丈
四
五
・
五
㎝
。
袋
の
片

面
中
央
に
銘
文
が
あ
る
。
国
印
な
し
。
別
筆
は
布
も
し
く
は
内
容
物
の
貢
進
者
に
関
わ
る

書
入
れ
か
。
原
著
図
版
160
。
布
目
麻
№
93
・
94
。

七
九

布
袋

衣
四
八
号

（
中
倉
二
〇
二
第
七
三
号
櫃
）

「（
別
筆
）

勝
寳
五
年
六
月
四
日
定
六
升
六
合
」

信
濃
國
少
縣
郡
芥
子
壹
�

天
平
十
三
年
十
月

◎
布
幅
を
二
つ
折
り
に
し
て
片
脇
と
底
と
を
縫
い
閉
じ
た
袋
。
袋
の
片
脇
で
両
耳
を
確

認
。
布
幅
五
八
㎝
と
狭
い
。
袋
の
中
央
に
銘
文
が
あ
る
。
国
印
な
し
。
別
筆
は
類
例
に
よ
っ

て
造
東
大
寺
司
に
お
け
る
検
定
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
原
著
図
版
161
。
布
目
麻

№
91
・
92
。

八
〇

紐
心
麻
布

（
中
倉
二
〇
二
第
八
七
号
櫃
）

信
濃
國
小
縣
郡
海
野
郷
戸
主
爪
工
部
君
調

◎
布
の
芯
を
赤
絁
で
包
ん
だ
紐
。
芯
は
麻
布
を
幅
一
八
㎝
に
裁
ち
、
八
つ
折
り
に
し
て

作
る
。
天
辺
は
織
り
耳
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
国
郡
名
に
朱
方
印
「
信
濃
國
印
」
一
顆
。

名
称
「
麻
綱
」
を
訂
正
し
た
。
原
著
図
版
162
。

八
一

布
袴

第
四
号

（
中
倉
二
〇
二
第
九
四
号
櫃
）

天
平
寳
字
八
年
十
月

◎
単
衣
の
袴
。
布
幅
を
二
つ
折
り
に
し
て
脚
と
す
る
。
脇
開
き
側
の
片
脚
の
腰
部
外
側

に
銘
文
が
あ
る
。
両
耳
を
存
し
幅
七
二
㎝
。
銘
文
は
天
地
の
ほ
ぼ
中
央
に
書
か
れ
、
そ
の
左

が
布
の
端
。「
年
」
の
上
を
脇
開
き
の
切
り
込
み
が
横
切
る
。
銘
文
全
体
に
か
け
て
朱
方
印

「
信
濃
國
印
」
一
顆
（
右
に
偏
心
）。
印
は
改
鋳
後
の
も
の
。
布
目
麻
№
89
・
90
。

八
二

布
袴

第
九
号

（
南
倉
一
三
六
ノ
九
）

天
平
寳
字
八
年
十
月

◎
単
衣
の
袴
。
布
幅
を
二
つ
折
り
に
し
て
脚
と
す
る
。
脇
開
き
側
の
腰
部
外
側
に
銘
文

が
あ
る
。
両
耳
を
存
し
幅
六
六
㎝
。
銘
文
は
天
か
ら
二
〇
㎝
ほ
ど
下
が
っ
て
書
き
出
し
、
そ

の
左
が
布
の
端
。
銘
文
の
天
揃
え
で
朱
方
印
「
信
濃
國
印
」
一
顆
（
右
に
偏
心
）。
印
は
改

鋳
後
の
も
の
。
布
目
麻
№
87
・
88
。

八
三

白
布
褥
心

三
帖
の
う
ち
其
三

（
南
倉
一
五
〇
ノ
五
五
）

天
平
十
一
年
十
月

（１７１）

（
六
八
）
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◎
麻
布
を
二
つ
折
り
に
し
て
褥
の
芯
裂
と
し
て
用
い
た
も
の
。
両
耳
を
存
し
幅
七
二
㎝
。

銘
文
は
天
地
の
ほ
ぼ
中
央
、
そ
の
す
ぐ
右
が
布
の
端
。
銘
文
全
体
に
か
け
て
朱
方
印
「
信
濃

國
印
」
一
顆
（
墨
書
に
右
揃
え
で
左
に
偏
心
）。
印
は
改
鋳
前
の
も
の
。

一
三
四

白
絁
縁
布
断
片

衣
五
六
号

（
中
倉
二
〇
二
第
七
三
号
櫃
）

（
信
濃
国
）〔
安
〕

□
曇
郡
前
科
郷
戸
主

◎
大
型
の
褥
類
か
。
白
絁
三
幅
を
継
い
だ
鏡
の
四
周
に
、
白
布
の
縁
（
幅
三
・
七
〜
四

㎝
）
を
巡
ら
し
た
製
品
。
縁
の
白
布
は
、
幅
約
九
㎝
に
裁
っ
た
布
か
ら
作
り
、
そ
の
一
端
に

銘
文
が
残
る
。
天
地
切
断
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
国
郡
名
に
か
け
て
朱
方
印
「
信
濃
國

印
」
一
顆
（
印
の
下
半
。
右
に
偏
心
）。
釈
文
の
訂
正
に
基
づ
き
信
濃
国
に
移
し
た
。

◆

伊
豆
国

【
八
四
は
後
編
に
採
録
】

八
五

麁
布

第
五
四
号
（
雑
九
七
）

（
中
倉
二
〇
二
第
八
七
号
櫃
）

伊
豆
國
田〔
難
〕

□
郡

天
平
寳
字
四
年
十
月

◎
目
の
粗
い
麻
布
。
両
耳
を
存
し
、
幅
六
八
㎝
。
銘
文
は
天
辺
か
ら
は
少
し
下
が
っ
て
書

き
出
し
、
そ
の
左
に
布
の
端
。
国
郡
名
と
年
月
に
、
と
も
に
天
揃
え
で
朱
方
印
「
伊
豆
國

印
」
二
顆
（
左
に
偏
心
）。
郡
名
の
読
み
を
改
め
、
年
月
を
追
加
し
た
。

八
六

緋
絁
帯
心
布

（
凾
装
五
〇
ノ
二
）（
中
倉
二
〇
二
第
七
八
号
櫃
）

伊
豆
國
那
賀
郡
那
珂
郷
戸
主
生
部
直
安
麻
呂
委
文
部
益
人
調
堅
魚
代
商
布
壹
段
長
二
丈
六
尺

闊
二
尺

「（
別
筆
）

和
志
郷

白
髪
マ
恵
我
女
布
」

◎
布
の
芯
を
赤
絁
で
包
ん
だ
帯
。
芯
は
麻
布
を
半
幅
三
五
・
五
㎝
に
裁
ち
、
四
つ
折
り

に
し
て
作
る
（
帯
幅
九
㎝
、
長
さ
二
八
五
㎝
）。
天
辺
は
織
り
耳
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。

そ
の
さ
ら
に
左
、
布
端
ま
で
の
狭
い
ス
ペ
ー
ス
に
、
大
ぶ
り
の
淡
墨
で
別
筆
（
郷
名
の
釈
読

を
改
め
た
）
の
文
字
が
あ
る
。
国
郡
名
と
「
壹
段
」
以
下
に
朱
方
印
「
伊
豆
國
印
」
二
顆

（
右
に
偏
心
）。
別
筆
文
字
に
印
は
か
か
ら
な
い
。
原
著
図
版
164
。
布
目
麻
№
115
・
116
。

追
加
二
二

櫃
覆
町
形
帯

緋
絁
、
麻
布
心

（
南
倉
一
四
七
―
八
）

（
麻
布
芯
墨
書
）
□
□
勝
寳
七
歳
十
月

◎
布
の
芯
を
赤
絁
で
包
ん
だ
帯
を
「
囲
」
の
字
状
に
組
み
合
わ
せ
た
製
品
（
帯
幅
六
㎝
）。

櫃
覆
い
の
上
か
ら
被
せ
て
使
用
し
た
。
聖
武
天
皇
御
葬
儀
関
係
品
。
芯
は
麻
布
を
約
一
二

く

㎝
幅
に
裁
っ
た
も
の
を
二
つ
折
り
に
し
て
絎
け
て
い
る
。
天
は
切
り
放
し
、
地
辺
は
織
り

耳
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
朱
方
印
「
伊
豆
國
印
」
一
顆
（
銘
文
に
左
揃
え
。
右
に
偏
心
）

は
上
辺
が
切
断
。
印
の
色
は
黒
ず
ん
で
い
る
。
製
品
に
関
わ
る
銘
記
は
《
第
一
編
二
七
五
》。

本
編
№
2－

57
。『
正
倉
院
紀
要
』
第
四
〇
号
年
次
報
告
。

◆

駿
河
国

八
七

白
布
袍
残
欠

（
布
袍
第
五
一
号
）
（
中
倉
二
〇
二
第
八
七
号
櫃
）

（１７０）

（
六
九
）
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駿
河
国
富
士
郡
久
貳
郷
大
田
部
内
人
□
□

〔
調
布
壹
端
〕

□
□

◎
単
衣
の
袍
に
用
い
ら
れ
た
調
布
。
左
袖
の
下
側
の
縫
い
目
の
中
に
銘
文
が
あ
る
。
布

幅
を
そ
の
ま
ま
袖
丈
に
用
い
た
と
思
わ
れ
、
袖
の
付
け
根
側
に
織
り
耳
が
あ
る
が
、
袖
口

側
の
半
分
を
欠
き
、
幅
三
八
・
五
㎝
存
。
銘
文
は
、
付
け
根
側
を
天
に
約
六
㎝
下
が
り
で
書

き
出
し
、
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
墨
色
は
淡
く
て
読
み
に
く
く
、
原
著
の
「
戸
主
」
や
割
書

は
確
認
で
き
な
い
。
国
印
見
え
ず
。
袍
の
左
衽
表
上
部
に
「
銅
工
」（
『
書
陵
部
紀
要
』
第
一

二
号
、
原
著
《
未
収
》）。
布
目
麻
№
113
・
114
。

◆

遠
江
国
、
近
江
国
、
紀
伊
国
、
丹
後
国
、
但
馬
国
、
播
磨
国
、
伯
耆
国
、
阿
波

国
、
讃
岐
国
、
伊
予
国
、
土
佐
国
【
八
八
〜
一
〇
四
】

↓

後
編
に
採
録

◆

国
名
未
詳

【
一
〇
五
〜
一
一
四
、
一
三
三
は
後
編
に
採
録
】

【
一
一
五

揩
布
屏
風
袋

第
一
九
号

↓

武
蔵
国
に
移
す
】

【
一
一
六

揩
布
屏
風
袋
残
欠

第
四
七
号
ノ
五

↓

相
模
国
に
移
す
】

【
一
一
七

揩
布
屏
風
袋

第
六
一
号

↓

武
蔵
国
に
移
す
】

一
一
八

揩
布
屏
風
袋
残
欠

第
六
四
号
ノ
四

（
中
倉
二
〇
二
第
九
三
号
櫃
）

天
平
勝
寳
五
年

◎
献
納
屏
風
の
袋
で
庸
布
を
用
い
る
。
破
損
が
著
し
く
、
口
覆
い
部
の
袷
布
が
残
る
。
搨

模
様
の
あ
る
表
裂
の
内
面
に
、
年
だ
け
を
記
す
銘
文
が
あ
る
。
天
地
辺
の
状
態
不
明
、
幅
五

七
㎝
存
。
銘
文
は
天
辺
近
く
か
ら
書
き
、
そ
の
右
が
布
の
端
、
銘
文
の
上
に
朱
方
印
「
□
□

國
印
」
一
顆
を
押
す
。
屏
風
袋
の
銘
文
は
《
第
二
編
二
四
五
（
38
）》。
所
属
表
記
を
訂
正
。

【
一
一
九

揩
布
屏
風
袋
残
欠

第
六
四
号
ノ
一
七

↓

武
蔵
国
に
移
す
】

【
一
二
〇

揩
布
屏
風
袋
残
欠

第
六
四
号
ノ
一
八

↓

越
後
国
に
移
す
】

【
一
二
一

揩
布
屏
風
袋
残
欠

第
六
四
号
ノ
二
一

↓

常
陸
国
に
移
す
】

一
二
二

揩
布
屏
風
袋
残
欠

第
六
四
号
ノ
附
八

（
中
倉
二
〇
二
第
八
七
、
八
八
、
九
三
、
一
二
一
号
櫃
）

□〔
良
〕

□
庸
壹
段
□
當
國
司

郡
司
□
□

◎
屏
風
袋
の
襠
の
残
片
。
幅
一
六
㎝
に
裁
断
さ
れ
、
銘
文
は
上
下
欠
。
銘
文
の
左
が
布
の

端
。
国
郡
司
割
書
に
頭
揃
え
で
朱
方
印
「
□
□
國
印
」
一
顆
を
押
す
。

追
加
二
三

揩
布
屏
風
袋

第
一
九
号

（
中
倉
二
〇
二
第
一
一
一
号
櫃
）

賀
茂
郷
戸
主

直
□
□
□
□

◎
揩
布
屏
風
袋
第
一
九
号
の
右
側
面
襠
裏
裂
（
袷
の
外
面
）、
袋
口
の
布
端
に
墨
書
が
あ

る
。
四
分
の
一
幅
に
裁
っ
た
布
を
用
い
る
が
、
天
地
辺
と
も
縫
い
目
の
中
に
入
っ
て
織
り

耳
は
不
明
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
印
は
不
明
。
同
じ
屏
風
袋
の
胴
部
裏
裂
に
は
武
蔵
国
庸

布
を
用
い
る
が
（
一
一
五
）、
襠
の
裂
と
は
様
子
が
異
な
る
。
こ
の
銘
文
は
毎
日
新
聞
社

（１６９）

（
七
〇
）
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『
正
倉
院
宝
物
』
6
中
倉
Ⅲ
が
初
出
。
今
回
「
讃
岐
国
戸
主
」
と
の
釈
読
を
訂
正
し
た
。

追
加
二
四

揩
布
屏
風
袋

第
五
九
号

（
中
倉
二
〇
二
第
八
七
号
櫃
）

（
1
）（
口
縁
裏
墨
書
）
荒
墓
郷
戸
主
□
部
忍
人
一
段

（
2
）（
口
覆
い
裏
墨
書
）
天
平
勝
寳
四
年
十
月

◎
屏
風
袋
残
片
。
胴
部
か
ら
口
覆
い
ま
で
、
大
破
し
た
袷
布
が
残
る
。（
1
）
は
口
縁
裏

裂
の
内
側
、（
2
）
は
口
覆
い
裏
裂
の
外
面
に
書
か
れ
る
が
、
こ
の
二
つ
は
別
布
で
、
中
間

で
布
の
継
ぎ
合
わ
せ
が
あ
る
ら
し
い
。（
1
）
の
天
は
織
り
耳
で
、
幅
五
九
㎝
存
。
や
や
大

き
め
の
文
字
で
天
か
ら
書
か
れ
、
そ
の
右
が
布
の
端
。
印
は
不
明
。（
2
）
は
幅
五
九
㎝
存
。

天
か
ら
一
七
㎝
下
が
っ
て
書
き
出
し
、
そ
の
右
が
布
の
端
、
墨
書
の
周
囲
に
朱
印
の
痕
跡

が
あ
る
。（
1
）（
2
）
と
も
『
書
陵
部
紀
要
』
第
四
号
に
紹
介
済
み
だ
が
、
こ
の
時
発
表
さ

れ
た
釈
文
と
、
修
理
時
の
調
書
の
釈
文
と
は
か
な
り
異
な
る
。
そ
の
後
、
毎
日
新
聞
社
『
正

倉
院
宝
物
』
6
中
倉
Ⅲ
の
出
版
に
際
し
て
は
、
調
書
の
釈
文
を
再
録
し
た
。
今
回
は
、
再
度

現
物
に
当
た
っ
て
釈
文
を
立
て
た
。「
荒
墓
郷
」
の
上
に
は
文
字
は
な
い
。
調
布
の
実
物
の

残
る
常
陸
国
那
賀
郡
（
一
六
）、
屏
風
袋
で
使
用
例
が
あ
る
武
蔵
国
（
豊
島
郡
）
の
ほ
か
、

越
前
国
坂
井
郡
に
荒
墓
郷
は
あ
り
、
一
つ
に
絞
る
手
が
か
り
は
見
い
だ
せ
な
い
。

追
加
二
五

東
大
寺
山
堺
四
至
図

麻
布
三
幅

（
中
倉
一
四
）

天
平
勝
寳
六
年
十
月

◎
麻
布
三
幅
を
継
い
で
作
成
し
た
東
大
寺
の
地
図
。
天
平
勝
宝
八
歳
六
月
九
日
の
年
紀

を
持
つ
。
料
布
は
同
一
の
布
か
ら
一
丈
ず
つ
切
断
し
て
使
わ
れ
た
と
見
ら
れ
、
地
図
の
左

上
隅
に
銘
文
が
あ
る
。
銘
文
と
同
一
面
に
地
図
を
描
く
が
、
最
初
に
設
定
さ
れ
た
方
格
に

よ
っ
て
、
こ
の
銘
文
は
領
域
の
外
に
出
る
。
布
は
両
耳
を
存
し
幅
約
七
五
㎝
。
天
地
の
ほ
ぼ

中
央
か
ら
銘
文
を
書
き
出
し
、
そ
の
左
に
布
の
端
が
来
る
。
文
字
の
周
囲
に
朱
印
影
（
国
印

の
一
部
。
右
に
偏
心
）
が
認
め
ら
れ
る
。
な
お
「
天
平
勝
寳
」
四
字
は
、
地
図
作
成
時
に
細

い
墨
線
で
抹
消
さ
れ
て
い
る
。
松
嶋
原
著
は
地
図
の
題
記
・
署
判
を
《
第
一
編
二
八
八
》
に

紹
介
、
毎
日
新
聞
社
『
正
倉
院
宝
物
』
4
中
倉
Ⅰ
に
は
言
及
が
な
い
。
現
物
調
査
に
基
づ
く

岸
俊
男
「
東
大
寺
山
堺
四
至
図
に
つ
い
て
」（『
正
倉
院
年
報
』
第
五
号
）、
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
編
『
日
本
荘
園
絵
図
聚
影
』
釈
文
編
一
古
代
解
説
に
は
詳
し
い
紹
介
が
あ
る
。

一
二
三

白
布
浄
衣

（
南
倉
一
三
一
）

（
1
）（
上
前
衽
裾
）

〔
田
部
連
〕

□
□
□
□
□
麻
呂

□
長

天
平
勝
寳
八
歳
十
月

（
2
）（
上
前
身
頃
裾
）
天
平
勝
寳
八
歳

◎
単
衣
の
袍
。
宝
物
名
は
、
背
面
の
褐
色
摺
丸
印
の
印
文
を
「
浄
衣
」
と
判
読
し
た
こ
と

に
基
づ
く
。
胴
部
は
粗
布
、
襟
・
袖
に
は
や
や
目
の
細
か
い
布
で
一
領
の
な
か
に
異
種
が

混
在
。
銘
文
は
胴
部
の
（
1
）
上
前
（
左
）
衽
と
（
2
）
上
前
（
左
）
身
頃
の
用
布
に
あ
り
、

ど
ち
ら
も
裾
に
沿
っ
て
表
側
に
出
て
い
る
。（
1
）
は
原
著
「
左
衽
裾
」。
天
辺
切
断
、
地
辺

は
身
頃
と
の
縫
い
目
に
入
っ
て
不
明
。
幅
二
二
㎝
存
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
国
郡
司
割
書

と
年
月
の
上
に
朱
方
印
「
□
□
國
印
」
二
顆
（
右
に
偏
心
）。（
2
）
は
原
著
「
右
前
身
頃
裾
」。

天
辺
は
織
り
耳
、
地
辺
は
衽
と
縫
い
合
わ
せ
て
幅
三
四
㎝
存
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
墨
書

の
左
に
接
す
る
よ
う
に
朱
方
印
「
□
□
國
印
」
一
顆
。
釈
文
の
訂
正
の
ほ
か
、
部
位
の
表
現

（１６８）

（
七
一
）
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を
調
整
し
、
月
名
を
改
め
た
。

一
二
四

金
剛
桙
取
布
衫

（
絁
襟
布
衫
二
）
（
中
倉
二
〇
二
第
一
二
三
号
櫃
）

（
右
衽
裾
裏
）
天
平
十
九
年
十
一
月

◎
単
衣
の
布
衫
。
銘
文
は
下
前
と
な
る
右
衽
の
裾
裏
に
あ
る
。
天
辺
は
織
り
耳
と
見
ら

れ
る
が
確
認
で
き
ず
、
地
辺
は
身
頃
と
縫
い
合
わ
せ
て
幅
一
四
・
五
㎝
存
。
銘
文
の
左
が

布
の
端
。
年
月
の
上
に
朱
方
印
「
□
□
□
〔
國
印
〕

□
」
一
顆
。

一
二
五

太
孤
児
布
衫

白
絁
襟

（
南
倉
一
二
四
ノ
四
四
）

（
左
前
身
頃
裾
表
）
天
平
十
四
年
十
月

◎
単
衣
の
布
衫
。
銘
文
は
上
前
と
な
る
左
身
頃
の
裾
表
に
あ
る
。
天
辺
は
織
り
耳
と
見

ら
れ
る
が
確
認
で
き
ず
、
地
辺
は
切
断
、
幅
二
二
㎝
存
。
銘
文
は
約
一
四
㎝
下
が
り
で
書
き

出
し
、
そ
の
右
が
布
の
端
。
年
月
の
上
に
朱
方
印
「
□
□
國
印
」
一
顆
（
右
方
切
断
。
や
や

左
に
偏
心
）。

追
加
二
六

庇
持
布
衫

第
五
四
号

（
南
倉
一
二
四
ノ
五
四
）

（
墨
書
な
し
）

◎
単
衣
の
布
衫
。
左
前
身
頃
の
裾
表
に
朱
方
印
「
□
□
國
印
」
一
顆
半
存
。
布
衫
の
銘
記

は
《
第
一
編
五
九
》。

追
加
二
七

紅
布
衫

第
四
号

（
南
倉
一
三
三
）

（
背
面
裾
墨
書
）
刑
部
小
君

天
平
十
三
年
十
月

◎
紅
花
染
め
単
衣
の
衣
服
。
身
頃
だ
け
の
簡
略
な
作
り
で
布
衫
と
称
す
る
が
、
か
つ
て

は
袖
・
衽
が
付
い
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
一
幅
の
布
を
幅
五
七
・
五
㎝
に
裁
っ
て
二
つ
折

り
と
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
前
後
の
身
頃
に
用
い
、
銘
文
は
後
身
頃
の
裾
に
残
る
。
天
辺

に
織
り
耳
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
印
は
確
認
で
き
ず
。『
正
倉
院
紀
要
』
第
三
一
号
年
次

報
告
参
照
。
人
名
は
輸
貢
者
と
見
ら
れ
る
。

一
二
六

白
布
袴

第
一
一
号

（
南
倉
一
三
六
ノ
一
一
）

布
壹
端
長
四
丈
二
尺

廣
二
尺
四
寸

主
當
郡
司

里
人

國
司
史
生
正
八

連
□
嶋

〔
上
カ
〕

天
平
勝
寳
□
□
十
月

ひ
と
え

◎
単
で
股
間
に
襠
の
な
い
形
式
の
袴
。
片
脚
の
腰
部
の
襞
の
中
に
銘
文
が
残
る
。
布
幅
・

織
り
耳
等
は
不
明
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
国
郡
司
割
書
の
始
め
と
終
わ
り
に
朱
方
印
「
□

□
國
印
」
二
顆
（
右
に
偏
心
。
不
明
瞭
）。
袴
の
銘
記
は
《
第
二
編
三
〇
七
》。

【
一
二
七

布
襪

深
形

↓

上
野
国
に
移
す
】

一
二
八

早
袖

（
布
汗
衫
五
）

（
中
倉
二
〇
二
第
八
八
号
櫃
）

天
平
勝
寳
八
歳
十
月

◎
粗
布
を
幅
半
分
に
折
り
、
襟
刳
り
を
開
け
、
袂
を
縫
い
閉
じ
た
簡
易
な
肩
当
て
。
片
方

（１６７）

（
七
二
）
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の
袖
口
に
銘
文
が
残
る
。
天
地
辺
切
断
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
印
は
確
認
で
き
ず
。
松
嶋

原
著
「
四
年
」
を
毎
日
新
聞
社
『
正
倉
院
宝
物
』
6
中
倉
Ⅲ
で
「
八
歳
」
に
訂
正
済
。

一
二
九

緋
絁
帯
心
布

丸
形

（
凾
装
五
〇
ノ
三
）

國
司
守
正
六
位
上
坂
上
伊
美
吉
老
人

郡
司
擬
少
領
丸
子
部
大
麻
呂

◎
布
の
芯
を
赤
絁
で
包
ん
だ
帯
（
帯
幅
四
・
五
㎝
）
。
絁
は
ほ
と
ん
ど
残
ら
ず
、
麻
布
を

折
り
畳
ん
だ
芯
に
銘
文
が
残
る
。
天
辺
切
断
、
地
辺
織
り
耳
。
幅
二
一
・
五
㎝
存
。
銘
文
の

左
が
布
の
端
。
残
存
墨
書
の
最
上
部
に
朱
の
横
線
が
見
え
、
国
印
方
郭
地
辺
の
印
影
と
思

わ
れ
る
。

一
三
〇

緑
絁
紐
心
布

（
南
倉
一
四
七
ノ
三
二
其
八
ノ
二
）

主
占
部
諸
麿
調
布
壹
端

◎
布
の
芯
を
青
緑
絁
で
包
ん
だ
帯
（
帯
幅
三
・
八
㎝
）
。
絁
の
欠
失
箇
所
か
ら
麻
布
四
つ

折
り
の
芯
に
残
る
銘
文
が
見
え
る
。
布
幅
一
〇
・
七
㎝
。
天
地
切
断
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。

印
は
確
認
で
き
ず
。

【
一
三
一

紫
綾
几
褥
心
布

↓

常
陸
国
に
移
す
】

【
一
三
二

両
口
布
袋

第
二
二
号

↓

常
陸
国
に
移
す
】

追
加
二
八

布
�

衣
四
六
号

（
中
倉
二
〇
二
第
七
三
号
櫃
）

占
部
黒
麻
呂

◎
正
方
形
の
裹
。
片
面
に
内
容
物
の
重
量
「
二
百
五
十
八
両
大
」
が
記
さ
れ
、
そ
の
反
対

面
に
銘
文
が
残
る
。
ど
ち
ら
の
文
字
も
《
第
二
編
二
一
》
に
既
出
で
あ
る
が
、
こ
の
人
名
を

調
庸
関
係
と
認
定
し
て
独
立
さ
せ
た
。
両
耳
を
存
し
、
幅
七
二
・
五
㎝
。
天
辺
近
く
か
ら
書

き
出
し
、
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
人
名
の
上
に
朱
方
印
「
□
□
國
印
」
一
顆
（
左
に
偏
心
）。

【
一
三
四

白
絁
縁
布
断
片

衣
五
六
号

↓

信
濃
国
に
移
す
】

一
三
五

紅
布

二
帖
の
内

（
南
倉
一
四
八
ノ
五
〇
）（
凾
装
一
ノ
三
）

調
布
壹
端
長
四
丈
二
尺

◎
紅
染
の
布
。
形
状
か
ら
幡
脚
と
推
定
さ
れ
る
。
付
け
根
側
の
端
に
銘
文
が
残
る
。
天
地

辺
と
も
切
断
。
幅
約
三
〇
㎝
存
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
。
印
は
確
認
で
き
ず
。

一
三
六

白
布

第
六
号
其
五

（
中
倉
二
〇
二
第
九
八
号
櫃
）

天
平
勝
寳
□
年
十
月

◎
第
六
号
は
白
布
五
枚
を
合
装
。
整
理
時
に
奥
を
縫
い
閉
じ
、
見
え
る
の
は
端
の
約
六

〇
㎝
に
止
ま
る
。
今
回
当
該
銘
文
は
未
確
認
。
姑
く
原
著
に
従
っ
て
掲
げ
る
。

（１６６）

（
七
三
）
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一
三
七

白
布

第
二
八
号
其
一

（
中
倉
二
〇
二
第
九
八
号
櫃
）

天
平〔
勝
〕

□
寳
元
年
十
月

◎
使
途
不
明
の
布
。
両
耳
を
存
し
幅
六
八
㎝
。
現
存
長
さ
二
二
五
㎝
。
銘
文
は
天
地
の
ほ

ぼ
中
央
に
書
か
れ
、
そ
の
左
が
布
の
端
。
銘
文
の
上
に
朱
方
印
「
□
□
國
印
」
一
顆
（
右
に

偏
心
）。一

三
八

白
布

第
四
四
号
其
四

（
中
倉
二
〇
二
第
七
三
号
櫃
）

天
平
勝
寳
六
年
十
月

◎
半
幅
に
切
断
さ
れ
た
布
。
天
辺
切
断
、
地
辺
は
織
り
耳
。
幅
三
三
㎝
存
。
銘
文
は
切
断

さ
れ
た
天
辺
の
す
ぐ
下
（
本
来
は
天
地
中
央
の
高
さ
）
か
ら
書
か
れ
、
そ
の
左
が
布
の
端
。

銘
文
の
上
に
朱
方
印
「
□
□
國
印
」
一
顆
（
右
に
偏
心
）。
原
著
の
所
属
表
記
を
訂
正
し
た
。

【
一
三
九

白
布

第
五
一
号

↓

一
七
（
常
陸
国
）
に
移
す
】

一
四
〇

白
布

（
中
倉
二
〇
二
第
一
一
八
号
櫃
）

龍
麿
戸
三
野
部
小
辰
輸
曝
布
一
端
廣
二
尺
四
寸

郡
司
□
□

〔
領
〕

神
護

◎
調
曝
布
か
。
天
辺
切
断
、
地
辺
は
織
り
耳
、
幅
五
五
㎝
存
。
銘
文
の
右
が
布
の
端
で
あ

る
が
、
現
状
は
そ
の
内
側
で
切
断
さ
れ
、
銘
文
の
右
方
欠
失
。
僅
か
に
朱
印
の
痕
跡
が
見
え

る
が
明
瞭
で
は
な
い
。

一
四
一

白
布

（
凾
装
五
八
ノ
一
〇
号
其
一
）

「（
別
筆
）

二
丈
下
」

羽
里
戸
主
小
長
谷
部
□
麻
呂
□
庸
布
壹
段
長
二
丈
六
尺

廣
二
尺
四
寸

天
平
三
年
十
月

◎
庸
布
。
両
耳
を
存
し
幅
七
〇
・
五
㎝
。
現
存
長
さ
二
六
二
・
五
㎝
。
銘
文
の
左
が
布
の

端
で
あ
る
が
、
現
状
は
そ
の
内
側
で
切
断
さ
れ
、
銘
文
の
左
方
欠
失
。
印
は
確
認
で
き
ず
。

な
お
銘
文
の
反
対
端
、
同
じ
面
の
下
隅
に
朱
方
印
影
が
あ
る
が
、
国
印
よ
り
大
ぶ
り
に
見

え
、
位
置
か
ら
見
て
も
輸
貢
国
の
印
と
は
異
質
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
存
長
は
別
筆
の

「
二
丈
」
と
は
合
致
し
な
い
。

一
四
二

白
布
断
片

（
軸
装
二
四
〇
）

位
上
中
臣
殖
栗
連
東
人

下
勲
十
二
等
生
部
安
万
呂

天
平
勝

◎
丸
み
を
帯
び
た
形
状
に
切
り
取
ら
れ
た
布
。
楽
舞
の
鳥
兜
の
芯
裂
に
類
す
る
用
途
に

使
用
か
。
文
字
の
位
置
か
ら
見
て
銘
文
の
左
が
布
の
端
と
見
ら
れ
る
。
織
り
耳
は
不
明
。
国

郡
司
割
書
と
年
号
に
朱
印
影
（
国
印
）
二
顆
分
が
見
え
る
。

一
四
三

布
断
片

（
軸
装
二
五
五
）

調
壹
端

亀
元
年
十
月

◎
調
布
。
両
耳
を
存
し
幅
七
二
㎝
。
銘
文
の
左
が
布
の
端
。
銘
文
の
上
方
と
中
間
は
破
損

の
た
め
欠
失
。「
端
」
の
下
は
い
っ
た
ん
ア
キ
。
印
は
確
認
で
き
ず
。
布
目
麻
№
117
。

（１６５）

（
七
四
）
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【
一
四
四

布
断
片

二
片

↓

武
蔵
国
に
移
す
】

追
加
二
九

白
布

第
八
号

（
中
倉
二
〇
二
第
九
八
号
櫃
）

（
墨
書
）
天
平
□
年

◎
第
八
号
は
整
理
時
に
奥
を
縫
い
閉
じ
、
見
え
る
の
は
端
の
約
六
〇
㎝
に
止
ま
る
。
こ

の
範
囲
に
当
該
銘
文
は
見
え
ず
、
部
位
等
の
詳
細
は
不
明
。『
整
理
済
古
裂
明
細
帳
』
の
記

載
に
従
っ
て
掲
げ
る
。

追
加
三
〇

白
布

第
四
号
其
二

（
中
倉
二
〇
二
第
九
八
号
櫃
）

天
平
神
護
元
年
十
月

「（
別
筆
）

三
尺
七
寸
□
」

（
裏
面
、
別
筆
）「 〔
諸
カ
〕

□
長
三
尺
七
寸
」

◎
一
幅
の
ま
ま
短
く
切
断
さ
れ
た
布
。
二
四
と
同
じ
櫃
か
ら
出
て
、
同
じ
巻
軸
に
整
理

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
関
連
は
不
明
。
両
耳
を
存
し
、
幅
七
六
・
〇
㎝
。
銘
文
は
天

地
ほ
ぼ
中
央
の
高
さ
に
書
か
れ
、
そ
の
左
が
布
の
端
。
印
は
確
認
で
き
ず
。
別
筆
の
書
入
れ

は
、
現
存
長
一
一
一
㎝
に
合
致
す
る
《
第
二
編
未
収
》。
な
お
『
整
理
済
古
裂
明
細
帳
』
は

不
可
明
読
の
円
印
あ
り
と
す
る
が
確
認
で
き
ず
。
本
編
№
2－

32
。

追
加
三
一

白
布

第
一
四
号
其
一
（
雑
四
五
）
（
中
倉
二
〇
二
第
九
三
号
櫃
）

□
〔
足
立
カ
〕〔
餘
戸
カ
〕

□
郡
□
□
郷
□
□
□
□

（
裏
面
、
天
地
逆
、
別
筆
）「
長
六
尺
三
寸
」

◎
一
幅
の
ま
ま
切
断
さ
れ
た
布
。
屏
風
下
地
に
使
用
か
。
両
耳
を
存
し
、
幅
六
六
㎝
。
銘

文
は
天
辺
近
く
か
ら
書
き
出
し
、
そ
の
右
が
布
の
端
。
印
は
確
認
で
き
ず
。『
整
理
済
古
裂

明
細
帳
』
二
は
「
墨
書
天
平

」
と
注
記
す
る
が
、
こ
こ
に
は
別
の
試
案
を
提
示
し
た
。

裏
面
は
二
次
使
用
時
の
書
入
れ
。

追
加
三
二

麁
布

第
一
八
号
（
雑
四
九
）

（
中
倉
二
〇
二
第
九
三
号
櫃
）

中
村
郷
公
十
鳥
甘
布

「（
別
筆
、
天
地
逆
）

宮
寺
□
」

「（
又
別
筆
）

新
宅
」

（
他
端
裏
面
）
和
戸〔
郷
〕

□
□
□
寮
太
口
丈
部
足
嶋

◎
一
幅
の
粗
布
（
長
さ
七
三
六
㎝
）
の
両
端
に
墨
書
が
あ
る
。「
中
村
…
」
の
右
が
一
方

の
端
。
他
端
の
「
…
足
嶋
」
は
反
対
面
に
書
か
れ
、
そ
の
右
が
布
の
端
。
全
体
が
大
破
す
る

が
両
耳
を
存
し
、
幅
七
〇
・
五
㎝
。
両
端
と
も
天
辺
近
く
か
ら
書
き
出
す
が
、
大
ぶ
り
の
や

や
雑
な
書
き
ぶ
り
で
、
正
格
の
調
庸
銘
の
体
裁
と
は
様
子
が
違
う
。
釈
文
は
一
案
と
し
て

提
示
す
る
。
和
戸
郷
は
和
名
抄
に
相
模
国
足
下
郡
の
郷
名
と
し
て
見
え
、
中
村
郷
は
隣
り

の
餘
綾
郡
の
ほ
か
全
国
に
例
が
多
い
。
印
は
確
認
で
き
ず
。

追
加
三
三

白
布

（
中
倉
二
〇
二
第
一
二
一
号
櫃
）

天
平
勝
寳
八
歳
十
月

◎
目
の
細
か
い
布
。
紅
染
が
褪
色
し
た
よ
う
な
色
味
を
帯
び
る
。
四
周
が
破
れ
ま
た
は

不
整
な
切
断
。
縫
い
目
な
ど
製
品
の
形
状
を
う
か
が
わ
せ
る
痕
跡
見
え
ず
。
長
さ
一
〇
四

（１６４）

（
七
五
）
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㎝
。
天
地
辺
に
織
り
耳
を
存
し
幅
七
〇
・
五
㎝
。
銘
文
は
天
地
の
ほ
ぼ
中
央
に
細
く
小
ぶ

り
の
文
字
で
書
か
れ
、
そ
の
右
が
布
の
端
。
印
は
確
認
で
き
ず
。

追
加
三
四

白
布
断
片

（
軸
装
二
四
〇
）

□
〔
天
平
〕

□
勝
寳
七
歳
十
月

◎
断
片
化
し
た
白
布
。
天
辺
は
織
り
耳
、
地
辺
は
破
れ
、
幅
三
五
・
五
㎝
存
。
天
辺
か
ら

銘
文
を
書
く
。
銘
文
の
右
は
破
れ
で
、
本
来
の
布
端
は
さ
ら
に
右
。
朱
方
印
「
□
□
國
印
」

一
顆
（
左
に
偏
心
）。「
國
印
」
二
字
の
字
形
・
配
置
は
上
野
国
印
に
近
い
が
、
右
半
印
影
は

ほ
と
ん
ど
欠
失
し
て
照
合
困
難
。

二

若
干
の
考
察

墨
書
銘
を
起
点
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
方
向
へ
進
む
か
。
布
・
絁
に
文
字
を
記
す
こ

と
の
意
味
を
問
う
こ
と
か
ら
は
、
調
庸
制
を
一
つ
の
核
と
す
る
民
衆
か
ら
の
国
家
的
収

奪
に
つ
い
て
分
析
す
る
重
要
な
視
角
が
導
か
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
大
き
な
」
問
題

設
定
に
対
し
て
、
今
回
は
、
麻
の
特
別
調
査
の
一
環
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
現
物
の
調

査
に
あ
た
る
中
で
気
づ
い
た
「
小
さ
な
」
事
象
を
い
く
つ
か
拾
い
上
げ
、
今
後
の
議
論

の
資
と
す
る
こ
と
も
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
の
や
り
方
と
し
て
、「
銘
文

の
文
字
を
読
む
」
よ
り
は
対
象
と
の
距
離
を
と
る
、
い
わ
ゆ
る
「
少
し
引
い
た
」
視
点

か
ら
の
観
察
を
試
み
た
い
。
換
言
す
れ
ば
、
古
文
書
学
的
な
視
点
に
立
っ
て
、
正
倉
院

文
書
や
木
簡
と
同
じ
よ
う
に
、「
布
・
絁
を
読
む
」
と
も
い
え
る
。

調
庸
関
係
墨
書
銘
の
主
た
る
法
的
根
拠
は
、
賦
役
令
2
調
皆
随
近
条
で
あ
る
。
同
条

み
な

に
は
「
凡
そ
調
は
皆
近
き
に
随
い
て
合
成
せ
よ
。（
1
）
絹
・
絁
・
布
の
両
頭
及
び
糸
・

つ
つ
み

お
の
お
の

綿
の
囊
に
は
、
具
さ
に
（
2
）
国
郡
里
戸
主
姓
名
（
3
）
年
月
日
を
注
せ
。
各
（
4
）

国
印
を
以
て
印
せ
よ
。」
と
規
定
す
る
（
私
に
句
読
・
科
段
を
付
し
た
）。
大
宝
養
老
令

の
間
に
は
大
き
な
変
更
は
な
い
と
見
ら
れ
る
（
4
）。

前
節
で
紹
介
し
た
個
別
事
例
と
対
比
さ
せ
る
と
、（
1
）
記
載
の
位
置
（
布
・
絁
の

端
）、（
2
）
国
郡
郷
里
戸
主
（
輸
納
者
）
に
加
え
て
税
目
数
量
、（
3
）
輸
納
の
年
月
は

そ
の
ま
ま
実
例
の
上
で
確
認
さ
れ
、
ま
た
（
4
）
国
印
に
付
随
し
て
印
を
押
す
側
、
す

な
わ
ち
徴
税
側
の
責
任
担
当
者
を
明
記
し
た
の
が
、（
5
）（
専
當
・
主
當
）
国
郡
司
名

（
銘
文
の
中
で
も
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
一
番
多
い
）
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
（
5
）。
ま
た
本

条
を
改
訂
し
て
、
調
庸
合
成
布
に
つ
い
て
定
め
た
養
老
元
年
十
二
月
格
（
6
）の
内
容
も
実
例

に
反
映
し
て
い
る
。
な
お
、
交
易
布
・
中
男
作
物
な
ど
、
調
庸
以
外
の
由
来
を
も
つ
布
、

東
大
寺
開
田
地
図
の
よ
う
に
調
達
の
経
緯
（
中
央
か
現
地
か
）
が
確
定
し
が
た
い
布
な

ど
の
存
在
も
、
個
々
の
品
質
・
特
徴
と
あ
わ
せ
て
見
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
総
じ
て
、

賦
役
令
の
規
定
が
実
際
の
「
も
の
」
の
上
に
具
現
し
た
も
の
と
捉
え
る
と
き
、
古
文
書

学
で
い
え
ば
様
式
論
の
観
点
か
ら
の
整
理
・
分
析
が
展
望
さ
れ
る
。

以
下
、
令
文
に
見
え
る
「
両
頭
」
を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
た
い
。

布
一
端
な
い
し
絁
一
匹
の
全
体
が
伝
存
す
る
例
と
し
て
、
従
来
は
上
総
国
細
布
（
三

五
）、
佐
渡
国
調
布
（
六
四
）、
遠
江
国
調
黄
絁
（
八
八
。
後
編
収
載
）
の
三
例
が
知
ら

れ
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
今
回
、
こ
れ
に
下
野
（
二
〇
）、
上
総
（
三
六
）
の
確
実
な
一

端
完
存
の
事
例
が
加
わ
っ
た
。
さ
ら
に
「
接
続
・
連
続
が
成
立
す
れ
ば
」
と
い
う
限
定

（１６３）

（
七
六
）
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付
き
で
常
陸
（
一
六
・
一
七
・
一
三
九
）、
下
総
（
三
〇
・
三
一
と
中
間
未
詳
の
二
二

（
1
）・
追
加
四
の
二
例
）
の
事
例
が
追
加
さ
れ
た
。
な
お
、
四
〇
〜
四
二
、
追
加
一
〇

の
上
総
国
調
貲
布
も
一
端
の
長
さ
を
留
め
て
い
る
が
、
銘
文
は
一
方
の
端
に
し
か
確
認

で
き
な
い
。
既
知
の
事
例
で
は
、
詳
し
く
書
か
れ
た
銘
文
（「
繁
簡
」
の
語
を
借
り
て

「
繁
」
と
表
現
す
る
）
に
対
し
て
、
も
う
一
方
も
そ
れ
な
り
の
詳
し
さ
（
「
繁
」
に
近
い

「
簡
」）
の
も
の
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
し
か
し
追
加
事
例
で
は
、
年
月
の
み
、
国
名
の
み

な
ど
、
省
略
の
度
合
い
が
よ
り
大
き
い
も
の
（「
簡
」）
が
そ
の
大
多
数
を
占
め
、
両
端

銘
文
の
あ
り
方
の
多
様
性
が
改
め
て
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
両
端
で
全
く
同
文
の
、

遠
江
黄
絁
（
八
八
）
は
珍
し
い
事
例
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

首
尾
の
意
識
、
表
裏
の
意
識

こ
の
よ
う
に
、
銘
文
に
繁
簡
の
差
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

次
に
、
そ
れ
と
布
に
お
け
る
記
入
場
所
と
の
関
係
を
探
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も

「
両
頭
」
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
真
の
「
始
ま
り
」「
終
わ
り
」
な
の
か
。
そ
れ
は
、
一
方

の
端
を
「
始
ま
り
」
と
し
た
時
点
で
決
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
布
と
し
て
成
立
し
た
時

点
で
す
で
に
決
ま
っ
て
い
る
の
か
。

製
織
技
法
に
つ
い
て
は
、
現
代
ま
で
続
い
た
手
織
機
の
実
例
や
考
古
遺
物
の
分
析
か

ら
研
究
が
深
め
ら
れ
て
い
る
（
7
）。
そ
の
成
果
に
基
づ
き
、
ま
ず
製
織
工
程
の
標
準
形
と
し

て
、
麻
繊
維
の
方
向
（
本
末
）
が
揃
う
よ
う
に
整
経
し
、
布
の
裏
面
を
見
な
が
ら
織
り

進
め
、
手
前
側
に
巻
き
取
っ
て
い
く
や
り
方
が
普
通
だ
っ
た
と
想
定
し
て
み
よ
う
。
織

り
止
め
ま
で
到
達
し
、
機
か
ら
下
ろ
さ
れ
る
時
点
ま
で
は
、
織
り
始
め
・
織
り
止
め
の

方
向
は
明
瞭
に
認
識
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
に
、「
曝
」
な
ど
後
処

理
の
工
程
が
介
在
し
（
銘
文
や
万
葉
歌
か
ら
知
ら
れ
る
）、
こ
れ
に
伴
っ
て
巻
き
返
し
が

な
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
織
機
の
上
で
の
「
始
ま
り
」「
終
わ
り
」
は
、
調
庸
銘
墨
書

の
記
入
ま
で
に
は
、
不
分
明
な
い
し
顧
慮
を
払
わ
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
墨
書
記
入
に

よ
っ
て
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
る
。
調
庸
布
に
転
生
し
た
後
は
、
首
尾
の
判
別
の
必
要
が
あ
る

際
に
は
、
書
か
れ
た
銘
文
の
繁
簡
が
主
た
る
指
標
と
な
っ
た
。
暫
定
的
に
こ
の
よ
う
な

判
断
を
下
し
て
お
く
。

同
じ
製
織
工
程
に
由
来
し
て
、
表
裏
も
ま
た
布
に
は
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
製
織

の
間
に
手
許
で
糸
を
継
ぐ
よ
う
な
場
合
、
織
手
に
見
え
て
い
る
側
で
処
置
し
、
そ
の
痕

の
残
る
側
を
裏
面
と
し
て
織
っ
て
い
く
。
こ
れ
を
標
準
形
と
措
定
し
て
話
を
進
め
よ
う
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
紙
に
は
表
裏
が
あ
る
。
和
紙
の
抄
造
工
程
で
は
、
最

終
段
階
の
板
干
し
で
表
裏
（
紙
表
・
紙
裏
）
が
決
ま
る
。
古
代
日
本
の
文
書
原
本
の
観

察
結
果
か
ら
は
、
紙
表
の
優
先
使
用
（
一
枚
物
な
い
し
続
紙
と
し
て
利
用
さ
れ
る
際
に

は
原
則
と
し
て
紙
表
に
書
く
）
と
い
う
意
識
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
布
や
絁
の
表

裏
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
先
に
見
た
製
織
の
各
時
点
で
、
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
た
で

あ
ろ
う
か
。

標
準
形
の
織
り
方
で
織
り
止
め
ま
で
到
達
し
た
完
成
段
階
で
は
、
自
ず
と
反
物
の
内

側
に
表
が
来
る
。
後
処
理
工
程
と
い
う
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
を
通
過
す
る
た
め
、
調
庸

銘
記
入
時
点
で
の
表
裏
と
直
結
さ
せ
ら
れ
な
い
が
、
反
物
の
状
態
で
、
表
が
内
側
に
な

な
か
お
も
て

る
と
い
う
の
は
自
然
な
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
中
表
の
意
識
」
と
仮
に
呼
ん
で
お
こ

う
。
先
の
「
両
頭
」
よ
り
や
や
強
く
「
中
表
」
は
意
識
さ
れ
、
守
ら
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
私
は
思
う
。

「
中
表
」
を
実
現
す
る
方
法
は
、
右
の
よ
う
に
巻
く
方
法
以
外
に
、
折
り
畳
む
こ
と

で
も
実
現
可
能
で
あ
る
。
全
体
を
二
つ
折
り
に
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
「
中
表
」
が
成
立

す
る
。
な
ぜ
こ
の
二
つ
折
り
状
態
を
想
定
す
る
か
と
言
え
ば
、
も
し
賦
役
令
に
い
う

（１６２）

（
七
七
）
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「
両
頭
」
を
同
時
に
見
た
い
と
き
、
巻
い
た
状
態
で
は
そ
れ
が
全
く
不
可
能
で
あ
る
こ

と
に
よ
る
。
そ
う
い
う
局
面
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
銘
文
の
記
入
、
国
印
の
押

捺
は
ま
さ
に
そ
れ
が
求
め
ら
れ
る
局
面
だ
と
考
え
る
。
先
に
「
両
頭
」
の
実
例
に
つ
い

て
見
た
が
、
そ
の
記
入
時
、
ま
ず
一
方
の
端
に
銘
文
を
書
き
（
国
郡
司
の
名
を
記
入
す

る
事
例
、
書
式
の
統
一
感
か
ら
み
て
、
あ
ら
か
じ
め
輸
納
者
側
で
完
全
な
銘
記
を
準
備

し
て
お
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
見
る
）、
巻
い
て
反
対
の
端
を
出
し
、
そ
こ
に
銘
文
を

書
く
、
と
い
う
の
は
い
か
に
も
手
間
が
か
か
る
。
ま
し
て
や
国
印
に
つ
い
て
、
両
端
の

記
入
を
終
え
て
か
ら
で
な
い
と
捺
さ
な
い
、
と
杓
子
定
規
の
運
用
が
な
さ
れ
た
ら
、
巻

き
作
業
で
二
往
復
す
る
こ
と
に
な
り
、
な
お
さ
ら
の
煩
い
で
あ
る
。
徴
収
側
と
し
て
も
、

両
端
を
揃
え
て
持
っ
て
こ
い
と
命
じ
れ
ば
済
む
こ
と
で
あ
り
、
規
格
検
査
の
た
め
の
計

測
も
二
分
の
一
、
あ
る
い
は
四
分
の
一
を
計
れ
ば
よ
い
と
い
う
余
禄
も
生
じ
る
。
実
際
、

両
端
の
墨
書
の
書
き
出
し
の
高
さ
、
字
配
り
、
行
の
曲
が
り
具
合
な
ど
比
較
す
る
と
、

そ
れ
ほ
ど
間
を
置
か
ず
に
ほ
ぼ
一
息
で
書
か
れ
た
よ
う
な
気
分
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、

両
端
で
書
記
面
が
表
裏
異
な
る
例
が
今
回
確
認
さ
れ
て
い
る
が
（
三
六
ほ
か
）
は
、
二

つ
折
り
で
の
記
入
を
想
定
す
る
と
理
解
し
や
す
い
。

国
印
押
捺
後
は
、
再
び
巻
か
れ
た
と
推
定
し
て
お
く
。
運
搬
時
の
安
定
性
か
ら
い
え

ば
、
二
枚
重
ね
で
巻
く
よ
り
、
単
層
で
し
っ
か
り
と
巻
い
た
反
物
の
ほ
う
が
扱
い
や
す

い
。
こ
の
場
合
、
調
庸
銘
（
繁
簡
あ
れ
ば
詳
し
い
方
）
は
、
以
後
の
「
読
ま
れ
る
時
点
」

（
調
庸
受
納
以
降
）
で
は
、
巻
子
の
外
題
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
「
標
準
形
」
モ
デ
ル
を
提
示
し
、
一
般
論
と
し
て
考
察
を
加
え
た
。

実
は
、
個
別
例
そ
れ
ぞ
れ
の
詳
細
調
査
を
通
じ
て
、
布
そ
の
も
の
の
特
徴
か
ら
、
始
終

の
方
向
や
表
裏
を
決
定
し
、
銘
文
の
繁
簡
と
照
合
す
る
と
い
う
王
道
が
残
さ
れ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
方
向
性
を
示
す
に
止
め
、
将
来
の
調
査
に
委
ね
た
い
。

国
印
に
つ
い
て

古
代
日
本
の
印
章
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
業
績
の
到
達
点
と
し
て
、

木
内
武
男
『
日
本
の
官
印
（
8
）』
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
日
本
古
代
印
集
成
（
9
）』
を
指
標

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
諸
書
は
、
正
倉
院
文
書
・
東
南
院
文
書
ほ
か
古
代
の
紙

文
書
紙
面
に
捺
さ
れ
た
事
例
を
主
と
し
て
採
取
し
て
い
る
。
今
回
の
報
告
で
は
、
前

編
・
後
編
あ
わ
せ
て
、
布
・
絁
に
捺
さ
れ
た
も
の
で
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
下

野
・
上
総
・
武
蔵
・
越
後
・
土
佐
・
伯
耆
に
つ
い
て
国
印
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
こ
の
な
か
に
は
印
影
の
採
集
が
極
め
て
困
難
な
事
例
も
あ
る
。
ま
た
常
陸
・

上
野
の
よ
う
に
既
紹
介
の
も
の
で
、
歪
み
の
少
な
い
印
影
を
得
ら
れ
た
国
印
も
あ
る
。

さ
ら
に
は
布
・
絁
の
時
期
年
代
が
明
ら
か
と
な
る
こ
と
で
、
印
の
改
鋳
時
期
に
つ
い
て

は
更
な
る
絞
り
込
み
が
可
能
と
な
る
事
例
も
あ
る
。
正
確
な
情
報
提
供
に
は
更
な
る
調

査
が
必
要
で
あ
り
、
他
日
を
期
し
た
い
。

国
印
が
捺
さ
れ
る
位
置
、
顆
数
は
、
前
節
に
個
別
に
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
総

じ
て
言
え
ば
、
国
が
違
え
ば
や
り
方
は
違
い
、
同
じ
国
内
で
は
概
ね
安
定
し
て
い
る
。

捺
し
方
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
根
拠
と
な
っ
た
賦
役
令
の
規
定
の
せ
い
か
も
知
れ
な

い
。「
各
以
国
印
々
之
」
の
「
各
」
を
「
両
頭
そ
れ
ぞ
れ
」
と
解
す
れ
ば
、
一
つ
の
端
に

は
一
顆
捺
せ
ば
よ
い
。
ま
た
具
さ
に
記
し
た
「
国
郡
里
戸
主
姓
名
、
年
月
日
そ
れ
ぞ
れ

に
」
と
受
け
取
れ
ば
、
顆
数
の
多
い
信
濃
の
よ
う
な
例
が
出
現
す
る
。
一
方
、
国
を
超

え
て
共
通
す
る
原
則
と
見
ら
れ
る
の
は
、
銘
文
に
対
す
る
国
印
の
優
位
で
あ
る
。
具
体

的
に
言
え
ば
、
国
印
は
銘
文
よ
り
端
に
行
か
ず
、
中
心
を
指
向
す
る
。
印
の
捺
し
方
で

端
か
ら
遠
ざ
か
る
方
向
に
「
偏
心
」
す
る
の
は
、
す
べ
て
こ
の
例
と
解
せ
る
。
時
に
は
、

銘
文
を
避
け
て
印
を
捺
す
例
も
あ
る
が
、
国
と
し
て
の
製
造
物
責
任
は
負
う
が
、
銘
文

（１６１）

（
七
八
）
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自
体
に
保
証
を
与
え
る
こ
と
を
避
け
た
よ
う
に
も
見
え
る
。

ま
た
、
現
状
の
端
で
印
を
切
断
す
る
例
も
多
い
。「
印
の
み
墨
書
な
し
」
の
事
例
と
し

て
拾
っ
た
が
、
印
は
偏
心
し
て
捺
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
従
っ
て
こ
れ
は
、
国
印
は
許

容
し
て
も
、
墨
書
銘
は
目
障
り
で
許
せ
な
い
と
い
う
意
識
の
反
映
と
も
解
せ
る
。
製
品

に
仕
立
て
ら
れ
る
際
、
調
庸
銘
は
自
ず
と
製
品
の
端
に
位
置
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

製
品
の
表
か
ら
調
庸
銘
が
見
え
る
例
は
、
袋
・
裹
・
帳
・
敷
布
類
な
ど
に
あ
る
が
、
そ

れ
な
り
の
理
由
が
あ
り
、
で
き
れ
ば
目
立
た
ぬ
よ
う
に
、
と
い
う
原
則
を
想
定
す
る
の

は
自
然
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
一
二
三
の
浄
衣
の
例
は
、
作
業
着
と
い
う
用
途
が
あ
っ

て
、
別
布
に
由
来
す
る
二
つ
の
銘
文
が
裾
表
に
出
て
も
お
構
い
な
し
と
な
る
。

気
に
な
る
場
合
、
長
さ
を
減
じ
て
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
墨
書
を
切
り
捨
て
た
だ
ろ
う
か
。

状
況
証
拠
だ
が
、
布
の
両
端
の
残
る
例
で
は
、
四
丈
二
尺
の
規
定
よ
り
長
め
の
実
寸
を

測
る
。
両
端
の
調
庸
銘
を
除
い
た
正
味
で
基
準
を
ク
リ
ア
し
て
、
寸
足
ら
ず
の
疑
い
を

回
避
す
る
意
識
も
働
い
た
ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ
ま
で
区
別
せ
ず
論
じ
て
き
た
が
、
墨
書

銘
を
書
く
こ
と
の
意
識
そ
の
も
の
が
、
麻
布
と
絁
と
の
間
で
、
差
が
あ
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
。
端
ま
で
の
ア
キ
の
取
り
方
も
そ
の
一
つ
で
、
絁
に
は
端
か
ら
か
な
り
離
れ
た

位
置
へ
の
銘
文
記
入
の
事
例
が
あ
る
。

（
す
ぎ
も
と

か
ず
き

宝
物
調
査
員
・
前
正
倉
院
事
務
所
長
）

注

（
1
）
松
嶋
順
正
『
正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
』
一
九
七
八
年
、
吉
川
弘
文
館
。

（
2
）
杉
本
一
樹
「
正
倉
院
繊
維
製
品
の
調
庸
関
係
銘
文
を
め
ぐ
っ
て
―
東
大
寺
要
録
封
戸

水
田
章
へ
の
展
望
」、『
東
大
寺
の
新
研
究
2
歴
史
の
な
か
の
東
大
寺
』
二
〇
一
七
年
、

法
蔵
館
所
収
（
本
稿
の
内
容
に
よ
っ
て
訂
正
を
要
す
る
箇
所
が
あ
る
）。

（
3
）
布
目
順
郎
「
正
倉
院
の
繊
維
類
に
つ
い
て
」『
書
陵
部
紀
要
』
第
二
六
号
、
一
九
七
五

年
、
の
ち
「
正
倉
院
の
繊
維
類
」
と
改
題
し
て
『
布
目
順
郎
著
作
集
』
二
、
一
九
九

九
年
、
桂
書
房
に
再
録
。

（
4
）
仁
井
田
陞
著
・
池
田
温
編
集
代
表
『
唐
令
拾
遺
補
』
一
九
九
七
年
、
東
京
大
学
出
版

会
。
一
三
五
一
―
二
頁
。

（
5
）
こ
れ
ら
各
要
素
に
つ
い
て
、
松
嶋
原
著
に
基
づ
い
て
整
理
を
試
み
た
業
績
に
、
亀
谷

弘
明
「
調
庸
布
絁
墨
書
銘
と
徴
税
機
能
―
国
印
の
押
印
箇
所
を
手
が
か
り
に
―
」、

『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
七
九
集

日
本
古
代
印
の
基
礎
的
研
究
』
一
九

九
九
年
、
が
あ
る
。

（
6
）
『
続
日
本
紀
』
養
老
元
年
十
一
月
戊
午
条
。
養
老
元
年
十
二
月
二
日
格
（
『
令
集
解
』

賦
役
令
1
・
4
条
古
記
所
引
）。

（
7
）
長
野
五
郎
・
ひ
ろ
い
の
ぶ
こ
『
織
物
の
原
風
景
―
樹
皮
と
草
皮
の
布
と
機
―
』
一
九

九
九
年
、
紫
紅
社
。
東
村
純
子
『
考
古
学
か
ら
み
た
古
代
日
本
の
紡
織
』
二
〇
一
一

年
、
六
一
書
房
。

（
8
）
木
内
武
男
『
日
本
の
官
印
』
一
九
七
四
年
、
東
京
美
術
。

（
9
）
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
日
本
古
代
印
集
成
』
一
九
九
六
年
、
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
。

（１６０）

（
七
九
）
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